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国立研究開発法人国立がん研究

センター中長期目標 

 

独立行政法人通則法（平成 11

年法律第 103 号。以下「通則

法」という。）第 35 条の４第１

項の規定に基づき、国立研究開

発法人国立がん研究センターが

達成すべき業務運営に関する目

標（以下「中長期目標」とい

う。）を次のように定める。 

 

令和３年２月○日 

 

厚生労働大臣 田村 憲久 

 

国立研究開発法人国立循環器病

研究センター中長期目標 

 

独立行政法人通則法（平成 11

年法律第 103 号。以下「通則

法」という。）第 35 条の４第１

項の規定に基づき、国立研究開

発法人国立循環器病研究センタ

ーが達成すべき業務運営に関す

る目標（以下「中長期目標」と

いう。）を次のように定める。 

 

令和３年２月○日 

 

厚生労働大臣 田村 憲久 

 

国立研究開発法人国立精神・神

経医療研究センター中長期目標 

 

独立行政法人通則法（平成 11

年法律第 103 号。以下「通則

法」という。）第 35 条の４第１

項の規定に基づき、国立研究開

発法人国立精神・神経医療研究

センターが達成すべき業務運営

に関する目標（以下「中長期目

標」という。）を次のように定め

る。 

令和３年２月○日 

 

厚生労働大臣 田村 憲久 

 

国立研究開発法人国立国際医療

研究センター中長期目標 

 

独立行政法人通則法（平成 11

年法律第 103 号。以下「通則

法」という。）第 35 条の４第１

項の規定に基づき、国立研究開

発法人国立国際医療研究センタ

ーが達成すべき業務運営に関す

る目標（以下「中長期目標」と

いう。）を次のように定める。 

 

令和３年２月○日 

 

厚生労働大臣 田村 憲久 

 

国立研究開発法人国立成育医療

研究センター中長期目標 

 

独立行政法人通則法（平成 11

年法律第 103 号。以下「通則

法」という。）第 35 条の４第１

項の規定に基づき、国立研究開

発法人国立成育医療研究センタ

ーが達成すべき業務運営に関す

る目標（以下「中長期目標」と

いう。）を次のように定める。 

 

令和３年２月○日 

 

厚生労働大臣 田村 憲久 

 

国立研究開発法人国立長寿医療

研究センター中長期目標 

 

独立行政法人通則法（平成 11

年法律第 103 号。以下「通則

法」という。）第 35 条の４第１

項の規定に基づき、国立研究開

発法人国立長寿医療研究センタ

ーが達成すべき業務運営に関す

る目標（以下「中長期目標」と

いう。）を次のように定める。 

 

令和３年２月○日 

 

厚生労働大臣 田村 憲久 

 

第１ 政策体系における法人の

位置付け及び役割等 

１．中長期目標の期間における

国の政策体系上の法人の位置付

け 

 研究開発法人は、健康・医療

戦略推進法（平成 26 年法律第

48 号）に定める基本理念にのっ

とり、先端的、学際的又は総合

的な研究、すなわち医療分野の

研究開発及びその成果の普及並

びに人材の育成に積極的に努め

なければならないこととされて

いる。国立高度専門医療研究セ

ンター（以下「NC」という。）

は、国立研究開発法人として、

前述の理念に基づき、研究開発

等を推進していく。 

 また、厚生労働省が掲げる政

策体系における基本目標（安

心・信頼してかかれる医療の確

保と国民の健康づくりを推進す

第１ 政策体系における法人の

位置付け及び役割等 

１．中長期目標の期間における

国の政策体系上の法人の位置付

け 

 研究開発法人は、健康・医療

戦略推進法（平成 26 年法律第

48 号）に定める基本理念にのっ

とり、先端的、学際的又は総合

的な研究、すなわち医療分野の

研究開発及びその成果の普及並

びに人材の育成に積極的に努め

なければならないこととされて

いる。国立高度専門医療研究セ

ンター（以下「NC」という。）

は、国立研究開発法人として、

前述の理念に基づき、研究開発

等を推進していく。 

 また、厚生労働省が掲げる政

策体系における基本目標（安

心・信頼してかかれる医療の確

保と国民の健康づくりを推進す

第１ 政策体系における法人の

位置付け及び役割等 

１．中長期目標の期間における

国の政策体系上の法人の位置付

け 

 研究開発法人は、健康・医療

戦略推進法（平成 26 年法律第

48 号）に定める基本理念にのっ

とり、先端的、学際的又は総合

的な研究、すなわち医療分野の

研究開発及びその成果の普及並

びに人材の育成に積極的に努め

なければならないこととされて

いる。国立高度専門医療研究セ

ンター（以下「NC」という。）

は、国立研究開発法人として、

前述の理念に基づき、研究開発

等を推進していく。 

 また、厚生労働省が掲げる政

策体系における基本目標（安

心・信頼してかかれる医療の確

保と国民の健康づくりを推進す

第１ 政策体系における法人の

位置付け及び役割等 

１．中長期目標の期間における

国の政策体系上の法人の位置付

け 

 研究開発法人は、健康・医療

戦略推進法（平成 26 年法律第

48 号）に定める基本理念にのっ

とり、先端的、学際的又は総合

的な研究、すなわち医療分野の

研究開発及びその成果の普及並

びに人材の育成に積極的に努め

なければならないこととされて

いる。国立高度専門医療研究セ

ンター（以下「NC」という。）

は、国立研究開発法人として、

前述の理念に基づき、研究開発

等を推進していく。 

 また、厚生労働省が掲げる政

策体系における基本目標（安

心・信頼してかかれる医療の確

保と国民の健康づくりを推進す

第１ 政策体系における法人の

位置付け及び役割等 

１．中長期目標の期間における

国の政策体系上の法人の位置付

け 

 研究開発法人は、健康・医療

戦略推進法（平成 26 年法律第

48 号）に定める基本理念にのっ

とり、先端的、学際的又は総合

的な研究、すなわち医療分野の

研究開発及びその成果の普及並

びに人材の育成に積極的に努め

なければならないこととされて

いる。国立高度専門医療研究セ

ンター（以下「NC」という。）

は、国立研究開発法人として、

前述の理念に基づき、研究開発

等を推進していく。 

 また、厚生労働省が掲げる政

策体系における基本目標（安

心・信頼してかかれる医療の確

保と国民の健康づくりを推進す

第１ 政策体系における法人の

位置付け及び役割等 

１．中長期目標の期間における

国の政策体系上の法人の位置付

け 

 研究開発法人は、健康・医療

戦略推進法（平成 26 年法律第

48 号）に定める基本理念にのっ

とり、先端的、学際的又は総合

的な研究、すなわち医療分野の

研究開発及びその成果の普及並

びに人材の育成に積極的に努め

なければならないこととされて

いる。国立高度専門医療研究セ

ンター（以下「NC」という。）

は、国立研究開発法人として、

前述の理念に基づき、研究開発

等を推進していく。 

 また、厚生労働省が掲げる政

策体系における基本目標（安

心・信頼してかかれる医療の確

保と国民の健康づくりを推進す
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ること）及び施策目標（国が医

療政策として担うべき医療（政

策医療）を推進すること）を踏

まえ、NC においても、国民の健

康に重大な影響のある特定の疾

患等に係る医療や高度かつ専門

的な医療、すなわち政策医療を

向上・均てん化させることとさ

れている。 

 

ること）及び施策目標（国が医

療政策として担うべき医療（政

策医療）を推進すること）を踏

まえ、NC においても、国民の健

康に重大な影響のある特定の疾

患等に係る医療や高度かつ専門

的な医療、すなわち政策医療を

向上・均てん化させることとさ

れている。 

 

ること）及び施策目標（国が医

療政策として担うべき医療（政

策医療）を推進すること）を踏

まえ、NC においても、国民の健

康に重大な影響のある特定の疾

患等に係る医療や高度かつ専門

的な医療、すなわち政策医療を

向上・均てん化させることとさ

れている。 

 

ること）及び施策目標（国が医

療政策として担うべき医療（政

策医療）を推進すること）を踏

まえ、NC においても、国民の健

康に重大な影響のある特定の疾

患等に係る医療や高度かつ専門

的な医療、すなわち政策医療を

向上・均てん化させることとさ

れている。 

 

ること）及び施策目標（国が医

療政策として担うべき医療（政

策医療）を推進すること）を踏

まえ、NC においても、国民の健

康に重大な影響のある特定の疾

患等に係る医療や高度かつ専門

的な医療、すなわち政策医療を

向上・均てん化させることとさ

れている。 

 

ること）及び施策目標（国が医

療政策として担うべき医療（政

策医療）を推進すること）を踏

まえ、NC においても、国民の健

康に重大な影響のある特定の疾

患等に係る医療や高度かつ専門

的な医療、すなわち政策医療を

向上・均てん化させることとさ

れている。 

 

２．法人の役割（ミッション） 

 国立研究開発法人国立がん研

究センター（以下「センター」

という。）は、高度専門医療に関

する研究等を行う国立研究開発

法人に関する法律（平成 20 年法

律第 93 号）第３条第１項の規定

に基づき、がんその他の悪性新

生物に係る医療に関し、調査、

研究及び技術の開発並びにこれ

らの業務に密接に関連する医療

の提供、技術者の研修等を行う

ことにより、国の医療政策とし

て、がんその他の悪性新生物に

関する高度かつ専門的な医療の

向上を図り、もって公衆衛生の

向上及び増進に寄与することと

されている。 

 

 

 

 

 

 

 

また、通則法第２条第３項の

規定に基づき、国立研究開発法

人として、我が国における科学

技術の水準の向上を通じた国民

２．法人の役割（ミッション） 

 国立研究開発法人国立循環器

病研究センター（以下「センタ

ー」という。）は、高度専門医療

に関する研究等を行う国立研究

開発法人に関する法律（平成 20

年法律第 93 号）第３条第２項の

規定に基づき、循環器病に係る

医療に関し、調査、研究及び技

術の開発並びにこれらの業務に

密接に関連する医療の提供、技

術者の研修等を行うことによ

り、国の医療政策として、循環

器病に関する高度かつ専門的な

医療の向上を図り、もって公衆

衛生の向上及び増進に寄与する

こととされている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、通則法第２条第３項の

規定に基づき、国立研究開発法

人として、我が国における科学

技術の水準の向上を通じた国民

２．法人の役割（ミッション） 

 国立研究開発法人国立精神・

神経医療研究センター（以下

「センター」という。）は、高度

専門医療に関する研究等を行う

国立研究開発法人に関する法律

（平成 20 年法律第 93 号）第３

条第３項の規定に基づき、精神

疾患、神経疾患、筋疾患及び知

的障害その他の発達の障害（以

下「精神・神経疾患等」とい

う。）に係る医療並びに精神保健

に関し、調査、研究及び技術の

開発並びにこれらの業務に密接

に関連する医療の提供、技術者

の研修等を行うことにより、国

の医療政策として、精神・神経

疾患等に関する高度かつ専門的

な医療及び精神保健の向上を図

り、もって公衆衛生の向上及び

増進に寄与することとされてい

る。 

 

 

 

また、通則法第２条第３項の

規定に基づき、国立研究開発法

人として、我が国における科学

技術の水準の向上を通じた国民

２．法人の役割（ミッション） 

 国立研究開発法人国立国際医

療研究センター（以下「センタ

ー」という。）は、高度専門医療

に関する研究等を行う国立研究

開発法人に関する法律（平成 20

年法律第 93 号）第３条第４項の

規定に基づき、感染症その他の

疾患であって、その適切な医療

の確保のために海外における症

例の収集その他国際的な調査及

び研究を特に必要とするもの

（以下「感染症その他の疾患」

という。）に係る医療並びに医療

に係る国際協力に関し、調査、

研究及び技術の開発並びにこれ

らの業務に密接に関連する医療

の提供、技術者の研修等を行う

ことにより、国の医療政策とし

て、感染症その他の疾患に関す

る高度かつ専門的な医療、医療

に係る国際協力等の向上を図

り、もって公衆衛生の向上及び

増進に寄与することとされてい

る。 

また、通則法第２条第３項の

規定に基づき、国立研究開発法

人として、我が国における科学

技術の水準の向上を通じた国民

２．法人の役割（ミッション） 

 国立研究開発法人国立成育医

療研究センター（以下「センタ

ー」という。）は、高度専門医療

に関する研究等を行う国立研究

開発法人に関する法律（平成 20

年法律第 93 号）第３条第５項の

規定に基づき、母性及び父性並

びに乳児及び幼児の難治疾患、

生殖器疾患その他の疾患であっ

て、児童が健やかに生まれ、か

つ、成育するために特に治療を

必要とするもの（以下「成育に

係る疾患」という。）に係る医療

に関し、調査、研究及び技術の

開発並びにこれらの業務に密接

に関連する医療の提供、技術者

の研修等を行うことにより、国

の医療政策として、成育に係る

疾患に関する高度かつ専門的な

医療の向上を図り、もって公衆

衛生の向上及び増進に寄与する

こととされている。 

 

 

また、通則法第２条第３項の

規定に基づき、国立研究開発法

人として、我が国における科学

技術の水準の向上を通じた国民

２．法人の役割（ミッション） 

 国立研究開発法人国立長寿医

療研究センター（以下「センタ

ー」という。）は、高度専門医療

に関する研究等を行う国立研究

開発法人に関する法律（平成 20

年法律第 93 号）第３条第６項の

規定に基づき、加齢に伴って生

ずる心身の変化及びそれに起因

する疾患であって高齢者が自立

した日常生活を営むために特に

治療を必要とするもの（以下

「加齢に伴う疾患」という。）に

係る医療に関し、調査、研究及

び技術の開発並びにこれらの業

務に密接に関連する医療の提

供、技術者の研修等を行うこと

により、国の医療政策として、

加齢に伴う疾患に関する高度か

つ専門的な医療の向上を図り、

もって公衆衛生の向上及び増進

に寄与することとされている。 

 

 

 

また、通則法第２条第３項の

規定に基づき、国立研究開発法

人として、我が国における科学

技術の水準の向上を通じた国民
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経済の健全な発展その他の公益

に資するため研究開発の最大限

の成果を確保することとされて

いる。このうち、研究開発及び

医療の提供については、 

・ 高度かつ専門的な新しい治

療法やその他の治療成績向上

に資するための研究開発及び

これらの業務に密接に関連す

る医療の提供等 

・ 難治性・希少性の疾患に関

する研究開発及びこれらの業

務に密接に関連する医療の提

供等 

・ 学会等が作成する診療ガイ

ドラインの作成・改訂及び医

療の質の向上に必要な指標・

根拠に基づく医療（EBM）・個

別化医療の確立に資するよう

な研究開発 

・ 中長期に渡って継続的に実

施する必要のあるコホート研

究等の研究基盤の整備と NC を

はじめとする研究機関間のデ

ータシェアリング 

に重点的に取り組むものとす

る。 

 

経済の健全な発展その他の公益

に資するため研究開発の最大限

の成果を確保することとされて

いる。このうち、研究開発及び

医療の提供については、 

・ 高度かつ専門的な新しい治

療法やその他の治療成績向上

に資するための研究開発及び

これらの業務に密接に関連す

る医療の提供等 

・ 難治性・希少性の疾患に関

する研究開発及びこれらの業

務に密接に関連する医療の提

供等 

・ 学会等が作成する診療ガイ

ドラインの作成・改訂及び医

療の質の向上に必要な指標・

根拠に基づく医療（EBM）・個

別化医療の確立に資するよう

な研究開発 

・ 中長期に渡って継続的に実

施する必要のあるコホート研

究等の研究基盤の整備と NC を

はじめとする研究機関間のデ

ータシェアリング 

に重点的に取り組むものとす

る。 

 

経済の健全な発展その他の公益

に資するため研究開発の最大限

の成果を確保することとされて

いる。このうち、研究開発及び

医療の提供については、 

・ 高度かつ専門的な新しい治

療法やその他の治療成績向上

に資するための研究開発及び

これらの業務に密接に関連す

る医療の提供等 

・ 難治性・希少性の疾患に関

する研究開発及びこれらの業

務に密接に関連する医療の提

供等 

・ 学会等が作成する診療ガイ

ドラインの作成・改訂及び医

療の質の向上に必要な指標・

根拠に基づく医療（EBM）・個

別化医療の確立に資するよう

な研究開発 

・ 中長期に渡って継続的に実

施する必要のあるコホート研

究等の研究基盤の整備と NC を

はじめとする研究機関間のデ

ータシェアリング 

に重点的に取り組むものとす

る。 

 

経済の健全な発展その他の公益

に資するため研究開発の最大限

の成果を確保することとされて

いる。このうち、研究開発及び

医療の提供については、 

・ 高度かつ専門的な新しい治

療法やその他の治療成績向上

に資するための研究開発及び

これらの業務に密接に関連す

る医療の提供等 

・ 難治性・希少性の疾患に関

する研究開発及びこれらの業

務に密接に関連する医療の提

供等 

・ 学会、国際機関等が作成す

る診療ガイドラインの作成・

改訂及び医療の質の向上に必

要な指標・根拠に基づく医療

（EBM）・個別化医療の確立に

資するような研究開発 

・ 中長期に渡って継続的に実

施する必要のあるコホート研

究等の研究基盤の整備と NC を

はじめとする研究機関間のデ

ータシェアリング 

・ 国際的視点に基づく保健医

療サービスに関する研究及び

密接に関連する国際保健医療

協力の実施等 

に重点的に取り組むものとす

る。 

経済の健全な発展その他の公益

に資するため研究開発の最大限

の成果を確保することとされて

いる。このうち、研究開発及び

医療の提供については、 

・ 高度かつ専門的な新しい治

療法やその他の治療成績向上

に資するための研究開発及び

これらの業務に密接に関連す

る医療の提供等 

・ 難治性・希少性の疾患に関

する研究開発及びこれらの業

務に密接に関連する医療の提

供等 

・ 学会等が作成する診療ガイ

ドラインの作成・改訂及び医

療の質の向上に必要な指標・

根拠に基づく医療（EBM）・個

別化医療の確立に資するよう

な研究開発 

・ 中長期に渡って継続的に実

施する必要のあるコホート研

究等の研究基盤の整備と NC を

はじめとする研究機関間のデ

ータシェアリング 

に重点的に取り組むものとす

る。 

経済の健全な発展その他の公益

に資するため研究開発の最大限

の成果を確保することとされて

いる。このうち、研究開発及び

医療の提供については、 

・ 高度かつ専門的な新しい治

療法やその他の治療成績向上

に資するための研究開発及び

これらの業務に密接に関連す

る医療の提供等 

・ 難治性・希少性の疾患に関

する研究開発及びこれらの業

務に密接に関連する医療の提

供等 

・ 学会等が作成する診療ガイ

ドラインの作成・改訂及び医

療の質の向上に必要な指標・

根拠に基づく医療（EBM 

）・個別化医療の確立に資するよ

うな研究開発 

・ 中長期に渡って継続的に実

施する必要のあるコホート研

究等の研究基盤の整備と NC を

はじめとする研究機関間のデ

ータシェアリング 

に重点的に取り組むものとす

る。 

      

３．法人の現状及び課題 

先進的な研究開発として医師

主導治験やゲノム解析を実施

し、肺がんの原因遺伝子である

RET 融合遺伝子について、世界

に先駆けて薬剤耐性メカニズム

を発見した。また、ゲノム医療

３．法人の現状及び課題 

最先端の技術と設備（ハイブ

リッド手術室４室、心磁図等）

を駆使した高度な治療方法につ

いての数多くの実績、重症患者

に対する治療効果の高い画期的

な医療機器等の開発、世界最高

３．法人の現状及び課題 

 難病のデュシェンヌ型筋ジス

トロフィーを対象に、エクソン

53 スキップにより進行を抑制す

る、国産初の核酸医薬品、筋ジ

ストロフィー治療薬である NS-

065/NCNP-01 が製造販売承認さ

３．法人の現状及び課題 

日本企業と共同で超長期作用

型 HIV 感染症治療候補薬

islatravir（ISL／EFdA）を開発

し、米国主要企業へ導出、ISL

の複数の第Ⅲ相臨床試験を国際

共同試験において、センターが

３．法人の現状及び課題 

小児難病に対する ES 細胞を用

いた再生医療の治験として、ES

細胞から作成した肝細胞を、尿

素サイクル異常症で肝不全とな

った乳児の肝臓への移植が世界

で初めて成功した。また、乳幼

３．法人の現状及び課題 

企業と協働して研究開発を進

めている血液 Aβバイオマーカ

ーは、認知機能が正常な高齢者

に生じた初期段階のアミロイド

蓄積病変を正確に捉えているこ

とや、アルツハイマー病リスク
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のハブとして、日本人のための

がん遺伝子パネル検査

「OncoGuide™NCC オンコパネル

システム」を先進医療として実

施し、令和元年６月に保険適用

されたほか、エキスパートパネ

ルの実施方法等を検証するな

ど、豊富ながん診療と臨床研究

基盤に基づき、全国の診療水準

向上に資するエビデンスを創出

するため臨床研究中核病院とし

て主導的に治験・先進医療の提

供に取り組んでいる。また、平

成 30 年６月に新たに開設された

がんゲノム情報管理センターに

おいては、令和元年から保険収

載されたがん遺伝子パネル検査

のゲノム情報と臨床情報を集約

して管理運営しており、我が国

のがんゲノム医療を支援すると

ともにデータの利活用を図って

いる。 さらに新薬開発プラット

フォームである SCRUM-

Japan/Asia における世界最大規

模の臨床ゲノムデータベースの

構築や、Asia One コンソーシア

ムを構築し、アジアに多いがん

種の予防・診断・治療について

国際連携を推進するなど、第２

期中長期目標期間における成果

を踏まえると、がんその他の悪

性新生物の本態解明と予防、高

度かつ専門的な医療の開発、標

準医療の確立と普及、政策提言

など、がんその他の悪性新生物

克服のため、センターが果たし

てきた役割は極めて大きい。 

 

 

峰の学術誌での研究成果の公表

など、国際的にみても、卓越し

た成果を挙げてきた。また、

2,000 名以上のレジデント経験

者が全国で活躍するとともに、

高度で特殊な治療である心臓移

植、tPA（血栓溶解療法）、BPA

（バルーン肺静脈形成術）等に

ついて主導的な役割を果たして

いる。さらに、日本循環器学会

との共同や日本脳卒中協会から

の移管による循環器疾患情報の

収集・登録の実施や、病院と研

究所が一体となり脳卒中・脳神

経外科医療疫学調査を実施し、

脳卒中医療体制の整備等に関す

るエビデンスの創出や、AI を活

用した革新的な研究開発に取り

組んでいる。 

このような取組の一環とし

て、第２期中長期目標期間にお

いて、研究・開発における特に

顕著な成果の創出や成果の期待

が認められるものとしては、①

体外式連続流型補助人工心臓シ

ステム開発及び世界最小・最軽

量・高度長期耐久性 ECMO 開発と

臨床治験の開始、②脳動脈瘤治

療用多孔化カバードステントシ

ステムの開発及び③循環器疾患

の至適抗血栓療法の臨床研究を

実施などが挙げられる。また、

オープンイノベーションシステ

ムを構築し、病院、研究所及び

オープンイノベーションセンタ

ーを一つ屋根の下に集約したこ

とで、様々な異なる英知・経験

を集約させた研究開発を推進さ

せたほか、NC としてはユニーク

れた。また、神経難病である視

神経脊髄炎の治療においては、

IL-6 受容体抗体薬サトラリズマ

ブの国際共同治験に成功し、サ

トラリズマブの有効性検証に大

きな役割を果たした。さらに、

未診断疾患イニシアチブ

（IRUD）代表機関として、全国

をカバーする拠点病院・協力病

院等を組織して、全国縦断的・

専門分野横断的な IRUD 診断連携

体制を確立した。 また PTSD に

関して NMDA 受容拮抗薬であるメ

マンチンを用いた治療研究で一

定の成果をあげ、うつ病、摂食

障害、薬物依存、睡眠障害、

PTSD の認知行動・集団療法等の

保険適用を実現し、オールジャ

パンの大規模精神疾患レジスト

リを開始するなど、第２期中長

期目標期間における成果を踏ま

えると、精神・神経疾患等の本

態解明と予防、高度かつ専門的

な医療の開発、標準医療の確立

と普及、政策提言など、精神・

神経疾患等克服のため、センタ

ーが果たしてきた役割は極めて

大きい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本で最大数の治験症例を担当

するなど HIV 感染症の予防と治

療に係る研究開発が期待されて

いる。さらに、新規の B型肝炎

治療候補薬 E-CFCP を開発、セン

ター単独で日本と国際特許申

請、PCT 各国移行手続を完了、

製薬企業への導出を進めてお

り、薬剤耐性 HBV 感染患者の治

療に係る研究開を推進してい

る。また、センター病院におい

ては全国トップクラスの救急搬

送受入件数を維持し、救命・救

急医療の提供に大きく貢献して

いる。さらに、令和２年に始ま

った新型コロナウイルス感染症

（COVID-19）の流行に対して

は、政府の要請に応じて PCR 検

査や陽性患者の受け入れを行っ

た他、全国規模の入院患者の情

報を集めたレジストリシステム

を立ち上げるとともに、COVID-

19 回復患者血漿を用いた受動免

疫治療法の基礎を築き、実地臨

床に着手するなど、第２期中長

期目標期間における成果を踏ま

えると、感染症その他の疾患の

本態解明と予防、高度かつ専門

的な医療の開発、標準医療の確

立と普及、政策提言など、感染

症その他の疾患克服のため、セ

ンターが果たしてきた役割は極

めて大きい。 

また、海外における医療の質

の向上のため、WHO 等の国際機

関や国際協力機構の技術協力プ

ロジェクトとして、従来からの

活動領域である女性と子供の健

康、感染症対策のみならず、が

児期までのアレルギー疾患発症

予防研究として、離乳早期鶏卵

摂取により鶏卵アレルギーの発

症が８割減少することをランダ

ム化比較試験で実証した。さら

に、診断のつかない難病に対す

る研究プロジェクト「未診断疾

患イニシアチブ（IRUD）」の中心

的施設として、全国各地の拠点

病院、協力病院からの患者及び

家族の臨床情報、検体を解析・

研究し、原因不明であった 608

症例における原因遺伝子を明ら

かにし、これまでに知られてい

なかった未知の原因遺伝子を 12

例に同定した。Psychosocial な

研究としては、コロナ禍におけ

るこどもの生活・健康調査や、

父親の産後うつに関する分析を

行った研究結果が、社会的にも

広く注目されている。医療の提

供においては、生後の治療では

致死的・重度な障害を残す先天

性疾患に対し、救命・予後の改

善を目的として子宮内で行う胎

児医療を導入するなど、第２期

中長期目標期間における成果を

踏まえると、成育に係る疾患の

本態解明と予防、高度かつ専門

的な医療の開発、標準医療の確

立と普及、政策提言など、成育

に係る疾患克服のため、センタ

ーが果たしてきた役割は極めて

大きい。 

 

 

 

 

 

保有者の早期検出に有用である

ことが認められるなど、血液検

査でアルツハイマー病変を高い

精度で予測し得ることが明らか

になった。また、センターが中

核を担う認知症の時間軸を踏ま

えたコホート研究（オレンジレ

ジストリ研究）、バイオバンクと

連携させたアジア最大級の質の

高い認知症ゲノム情報基盤構築

を推進した。令和元年度に開始

した多因子介入によるランダム

化試験（J-MINT）では、大規模

な臨床研究を全国規模で実施す

ることにより、認知症に対する

医療提供及び予防に貢献してい

る。第２期中長期目標期間にお

ける成果を踏まえると、加齢に

伴う疾患の本態解明と予防、高

度かつ専門的な医療の開発、標

準医療の確立と普及、政策提言

など、加齢に伴う疾患克服のた

め、センターが果たしてきた役

割は極めて大きい。 
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しかし、がん患者の生存率は

向上しているものの、がん疾患

全体の本態解明には至っておら

ず、希少がんや難治がん、小児

がんや AYA 世代、高齢者のがん

医療の提供に当たり、有効な診

断・治療法が開発されていない

ことから、センターには患者や

社会のニーズ、医療上及び経済

上のニーズを十分に意識した研

究開発の推進が期待される。 

また、これらの研究開発を支

えるために必要な専門領域が多

様化していることから、研究開

発を効率よく進めるための環境

整備や研究支援に係る専門性を

有する人材の確保を図る必要が

ある。 

加えて、ゲノム医療や医療情

報基盤など 6NC の分野横断的な

な取組である「かるしお」減塩

食推進活動は順調に規模を拡大

しているなど産官学等との連携

を強力に推し進めている。さら

に、難治性・希少性疾患の原因

究明や創薬に資する治験・臨床

研究、ロボット支援手術や経カ

テーテル的弁膜症手術の低侵襲

心臓手術の提供、日本で唯一の

循環器医療に特化したトレーニ

ングセンターによる教育体制の

確立、循環器病対策推進協議会

への貢献等の成果や取組を踏ま

えると、循環器病の本態解明と

予防、高度かつ専門的な医療の

開発、標準医療の確立と普及、

政策提言など、循環器病克服の

ため、センターが果たしてきた

役割は極めて大きい。 

今後は、これらの取組を一層

強化・拡大しつつ、予防医療に

よる発症の遅延化（患者数の減

少）や症状の軽減化、加えて循

環器病領域においても遺伝性の

関与を示す疾患が存在すること

から、その原因遺伝子の同定や

適切な治療法などといった患者

や社会のニーズ、医療上及び経

済上のニーズも十分に意識した

研究開発の推進が期待される。 

また、これらの研究開発を支

えるために必要な専門領域が多

様化していることから、研究支

援に係る専門性を有する人材の

確保を図る必要がある。加え

て、ゲノム医療や医療情報基盤

など 6NC の分野横断的な領域に

ついては、6NC での相互連携が

重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現在でも、精神・神経疾患等

に対する効果的かつ適切な医療

を提供するために、発症メカニ

ズム解明、診断法・適切な治療

法の確立を目指した研究を進め

ているところであるが、今な

お、多くの患者は症状、障害を

抱えながら社会生活を送ってい

るのが現状である。また、国民

の５人に１人が何らかの脳ある

いはこころの問題を抱えてお

り、介護者を含め世界的にも社

会全体の大きな問題となってい

る。そのため、センターには患

者や社会のニーズ、医療上及び

経済上のニーズを十分に意識し

た研究開発の推進が期待され

る。特に、未診断疾患イニシア

チブ（IRUD）代表機関として、

難病やゲノム医療の一層の研究

ん対策、医療の質改善、保健人

材制度の構築など保健システム

の基盤強化に関する技術指導を

行うとともに、個別専門家を諸

外国に長期派遣するなど、相手

国の保健省に対し持続可能な人

材育成や感染症対策などについ

て幅広い助言や日本の外交に資

するシンクタンクの活動を行っ

ており、日本の国際保健医療協

力の中核として果たしてきた役

割は極めて大きい。 

 

 

 

 

 

 

 

センターは、今般の COVID-19

のほか、多様な新興・再興感染

症による健康危機に備え、感染

症危機対応のための体制と人材

育成の強化に加え、臨床、国民

啓発、政府政策支援、国際協力

など幅広い領域で主導的な役割

を果たすため、患者や社会のニ

ーズ、医療上及び経済上のニー

ズを十分に意識した研究開発の

推進が期待される。 

また、これらの研究開発を支

えるために必要な専門領域が多

様化していることから、研究支

援に係る専門性を有する人材の

確保を図る必要がある。 

加えて、ゲノム医療や医療情

報基盤など 6NC の分野横断的な

領域については、6NC での相互

連携が重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし、成育に係る疾患につ

いては、新たに原因不明の疾患

が判明するなど本態解明には至

っていないため、国際共同研

究、ゲノム情報を活用した研

究・治療など、センターには患

者や社会のニーズ、医療上及び

経済上のニーズを十分に意識し

た疾患原因の解析や診断法、治

療法の研究開発の推進が期待さ

れる。 

また、これらの研究開発を支

えるために必要な専門領域が多

様化していることから、研究支

援に係る専門性を有する人材の

確保を図る必要がある。 

加えて、ゲノム医療や医療情

報基盤など 6NC の分野横断的な

領域については、6NC での相互

連携が重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、センターではロボット

の実証研究を行い、医療・介護

の現場や生活の場で活用する介

護ロボットの開発・実用化を促

進しているが、実際の適用に至

る前の段階に止まっており、現

場のニーズを踏まえつつ十分な

実地検証を実施した上で社会実

装を目指す他、フレイル（加齢

や慢性疾患による生活機能低

下）の予防及び介入などによ

り、要介護の大きな要因である

運動器障害などの認知症の要因

を減らすこと等、患者や社会の

ニーズ、医療上及び経済上のニ

ーズをも十分に意識しつつ、先

制医療や新たな医薬品や診断・

治療方法の開発、医療機器の開

発が推進される社会の実現に貢

献することが期待される。これ
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領域については、6NC での相互

連携が重要である。 

 

 発展を図っていく必要がある。 

また、これらの研究開発を支

えるために必要な専門領域が多

様化していることから、研究支

援に係る専門性を有する人材の

確保を図る必要がある。加え

て、ゲノム医療や医療情報基盤

など 6NC の分野横断的な領域に

ついては、6NC での相互連携が

重要である。  

 

  らの研究開発を支えるために必

要な専門領域が多様化している

ことから、研究支援に係る専門

性を有する人材の確保を図る必

要がある。 

加えて、ゲノム医療や医療情

報基盤など 6NC の分野横断的な

領域については、6NC での相互

連携が重要である。 

 

４．法人を取り巻く環境の変化 

 世界に先駆けて少子・超高齢

社会を迎え、人口構造や疾病構

造が急激に変化しつつある我が

国においては、健康長寿社会の

実現が喫緊の課題となってい

る。 

「健康・医療戦略」（令和２年

３月 27 日閣議決定）において

は、健康寿命を延伸し、平均寿

命との差を短縮するためには生

活習慣病、運動器系・感覚器系

や、老化に伴う疾患、認知症な

どの精神・神経の疾患への対応

が課題となる中、診断・治療に

加えて予防の重要性が増すと同

時に、罹患しても日常生活に出

来るだけ制限を受けず、疾病と

共生していくための取組が望ま

れているとされている。 

また、現在及び将来の我が国

において社会課題となる疾患分

野として、がん領域についてが

んの生物学的本態解明に迫る研

究開発や、患者のがんゲノム情

報等に基づいた研究開発、個別

化治療に資する診断薬・治療薬

の開発や免疫療法や遺伝子治療

４．法人を取り巻く環境の変化 

 世界に先駆けて少子・超高齢

社会を迎え、人口構造や疾病構

造が急激に変化しつつある我が

国においては、健康長寿社会の

実現が喫緊の課題となってい

る。 

「健康・医療戦略」（令和 2年

３月 27 日閣議決定）において

は、健康寿命を延伸し、平均寿

命との差を短縮するためには生

活習慣病、運動器系・感覚器系

や、老化に伴う疾患、認知症な

どの精神・神経の疾患への対応

が課題となる中、診断・治療に

加えて予防の重要性が増すと同

時に、罹患しても日常生活に出

来るだけ制限を受けず、疾病と

共生していくための取組が望ま

れているとされている。 

また、現在及び将来の我が国

において社会課題となる疾患分

野として、生活習慣病領域につ

いて個人に最適な糖尿病等の生

活習慣病の重症化予防方法及び

重症化後の予後改善、QOL 向上

等に資する研究開発、AI 等を利

用した生活習慣病の発症を予防

４．法人を取り巻く環境の変化 

世界に先駆けて少子・超高齢

化社会を迎え、人口構造や疾病

構造が急激に変化しつつある我

が国においては、健康長寿社会

の実現が喫緊の課題となってい

る。 

「健康・医療戦略」（令和２年

３月 27 日閣議決定）において

は、健康寿命を延伸し、平均寿

命との差を短縮するためには生

活習慣病、運動器系・感覚器系

や、老化に伴う疾患、認知症な

どの精神・神経の疾患への対応

が課題となる中、診断・治療に

加えて予防の重要性が増すと同

時に、罹患しても日常生活に出

来るだけ制限を受けず、疾病と

共生していくための取組が望ま

れているとされている。 

現在及び将来の我が国におい

て社会課題となる疾患分野とし

て、精神・神経疾患領域につい

ては、 可視化技術導入等による

慢性疼痛の機序解明、定量的指

標の確立、QOL の向上に資する

治療法や画期的な治療法開発に

向けた研究や、精神・神経疾患

４．法人を取り巻く環境の変化 

 世界に先駆けて少子・超高齢

社会を迎え、人口構造や疾病構

造が急激に変化しつつある我が

国においては、健康長寿社会の

実現が喫緊の課題となってい

る。 

「健康・医療戦略」（令和２年

３月 27 日閣議決定）において

は、健康寿命を延伸し、平均寿

命との差を短縮するためには生

活習慣病、運動器系・感覚器系

や、老化に伴う疾患、認知症な

どの精神・神経の疾患への対応

が課題となる中、診断・治療に

加えて予防の重要性が増すと同

時に、罹患しても日常生活に出

来るだけ制限を受けず、疾病と

共生していくための取組が望ま

れているとされている。 

また、現在及び将来の我が国

において社会課題となる、新

興・再興国際感染症に対応する

即応力を含めた総合的な研究体

制構築、ゲノム医療を含む国内

外の様々な病原体に関する情報

共有や感染症に対する国際的な

リスクアセスメントの推進、

４．法人を取り巻く環境の変化 

 世界に先駆けて少子・高齢化

社会を迎え、人口構造や疾病構

造が急激に変化しつつある我が

国においては、健康長寿社会の

実現が喫緊の課題となってい

る。 

「健康・医療戦略」（令和２年

３月 27 日閣議決定）において

は、健康寿命を延伸し、平均寿

命との差を短縮するためには生

活習慣病、運動器系・感覚器系

や、老化に伴う疾患、認知症な

どの精神・神経の疾患への対応

が課題となる中、診断・治療に

加えて予防の重要性が増すと同

時に、罹患しても日常生活に出

来るだけ制限を受けず、疾病と

共生していくための取組が望ま

れているとされている。 

現在及び将来の我が国におい

て社会課題となる疾患分野とし

て、成育領域については、周産

期・小児期から生殖期に至るま

での心身の健康や疾患に関する

予防・診断、早期介入、治療方

法の研究開発を推進することが

示されたところである。小児難

４．法人を取り巻く環境の変化 

 世界に先駆けて少子・超高齢

社会を迎え、人口構造や疾病構

造が急激に変化しつつある我が

国においては、健康長寿社会の

実現が喫緊の課題となってい

る。 

「健康・医療戦略」（令和２年

３月 27 日閣議決定）において

は、健康寿命を延伸し、平均寿

命との差を短縮するためには生

活習慣病、運動器系・感覚器系

や、老化に伴う疾患、認知症な

どの精神・神経の疾患への対応

が課題となる中、診断・治療に

加えて予防の重要性が増すと同

時に、罹患しても日常生活に出

来るだけ制限を受けず、疾病と

共生していくための取組が望ま

れているとされている。 

また、国際連合では、2021 年

から 2030 年までの 10 年間を

“Decade of Healthy Ageing

（健康長寿のための 10 年間）”

と定め、全世界的な健康寿命延

伸に向けた取組の必要性を提言

している。さらには、現在及び

将来の我が国において社会課題
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等をはじめとする新しい治療法

の開発を推進することが示され

たところである。 

センターにおいては、がんゲ

ノム情報管理センターに集積さ

れたゲノム情報・臨床情報を革

新的な創薬や個別化医療開発の

実現のために利活用することが

期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加えて、AI、ロボット、ビッ

グデータなどのデジタル技術と

データの利活用が、産業構造や

経済社会システム全体に大きな

影響を及ぼしつつあり、とりわ

け、健康・医療分野は、これら

の技術を活かし得る分野の一つ

として、創薬等の研究開発の進

展や、ゲノム解析などの技術を

活用した新たなヘルスケアサー

ビスの創出等が見込まれてい

る。 

 

 

する新たな健康づくりの方法の

確立や、循環器病の病態解明や

革新的な予防、診断、治療、リ

ハビリテーション等に関する方

法に資する研究開発等を推進す

ることが示されたところであ

る。 

さらに、循環器病について

は、個々の患者に対する適切な

医療の提供や循環器病の発症状

況や診療状況等の現状の把握に

基づいた、予防、医療機関の整

備、研究の推進等の循環器病対

策が急務となっており、健康寿

命の延伸等を図るための脳卒

中、心臓病その他の循環器病に

係る対策に関する基本法(平成

30 年法律第 105 号。以下「循環

器病対策基本法」という。）にお

いても、基本的施策の一つとし

て、情報の収集提供体制の整備

等が挙げられている。 

 

 

 

加えて、AI、ロボット、ビッ

グデータなどのデジタル技術と

データの利活用が、産業構造や

経済社会システム全体に大きな

影響を及ぼしつつあり、とりわ

け、健康・医療分野は、これら

の技術を活かし得る分野の一つ

として、創薬等の研究開発の進

展や、ゲノム解析などの技術を

活用した新たなヘルスケアサー

ビスの創出等が見込まれてい

る。 

 

の克服に向けて国際連携を通じ

治療・診断の標的となり得る分

子などの探索及び霊長類の高次

脳機能を担う脳の神経回路レベ

ルでの動作原理等の解明等につ

いて推進することが示されてい

る。難病については、様々な個

別の難病に関する実用化を目指

した病因・病態解明、画期的な

診断・治療・予防法の開発に資

するエビデンス創出のためのゲ

ノムや臨床データ等の集積・共

有化を推進することが示され、

脳とこころの健康大国実現プロ

ジェクトに基づく研究助成、G７

サミットでの神経変性疾患の克

服方針、国際ブレインイニシア

チブの発足など、脳とこころの

疾患の研究力強化への注目が高

まっている。 

 

 

 

 

 

加えて、AI、ロボット、ビッ

グデータなどのデジタル技術と

データの利活用が産業構造や経

済社会システム全体に大きな影

響を及ぼしつつあり、とりわ

け、健康・医療分野は、これら

の技術を活かし得る分野の一つ

として、創薬等の研究開発の進

展や、ゲノム解析などの技術を

活用した新たなヘルスケアサー

ビスの創出等が見込まれてい

る。 

 

COVID-19 など新興感染症に対す

る診断薬・治療薬・ワクチン等

の研究開発が重要となってい

る。さらに、国立感染症研究所

と連携した新興・再興感染症対

策への取組の推進及び創薬標的

の探索等、予防・診断・治療に

資する基礎的研究の推進、将来

のアウトブレイクに備えた臨

床・疫学等のデータの蓄積・利

活用を推進することが課題とな

っている。 

さらに、国際社会が目指す

「持続可能な開発目標（SDGs）」

の一つとして、ユニバーサル・

ヘルス・カバレッジ（UHC）の実

現が掲げられており、我が国と

しても引き続きこの達成への貢

献も視野に入れ、人間の安全保

障の理念に基づき、アジア健康

構想及びアフリカ健康構想の

下、健康・医療分野への貢献を

目指し、我が国の健康・医療関

連技術等の国際展開を推進する

とされている。 

加えて、AI、ロボット、ビッ

グデータなどのデジタル技術と

データの利活用が、産業構造や

経済社会システム全体に大きな

影響を及ぼしつつあり、とりわ

け、健康・医療分野は、これら

の技術を活かし得る分野の一つ

として、創薬等の研究開発の進

展や、ゲノム解析などの技術を

活用した新たなヘルスケアサー

ビスの創出等が見込まれてい

る。 

 

治性疾患に対する遺伝子細胞療

法が行われるようになり、一部

は欧米で医薬品として承認され

ている。 

また、医療機関以外が主体と

なる心理的・社会的な課題も多

く、医療的ケア児も増加してい

ることから、医療連携、福祉と

の連携、学校や保健所との連携

が課題となっており、成育過程

にある者及びその保護者並びに

妊産婦に対し必要な成育医療等

を切れ目なく提供するための施

策の総合的な推進に関する法律

（平成 30 年法律第 104 号）（以

下「成育基本法」という。）にお

いても、関係者は相互の連携を

図りながら協力するよう努めな

ければならないとされている。 

 

 

 

 

 

 

加えて、AI、ロボット、ビッ

グデータなどのデジタル技術と

データの利活用が産業構造や経

済社会システム全体に大きな影

響を及ぼしつつあり、とりわ

け、健康・医療分野は、これら

の技術を活かし得る分野の一つ

として、創薬等の研究開発の進

展や、ゲノム解析などの技術を

活用した新たなヘルスケアサー

ビスの創出等が見込まれてい

る。 

 

となる疾患分野として、老年医

学・認知症領域についてモデル

生物を用いた老化制御メカニズ

ム及び臓器連関による臓器・個

体老化の基本メカニズム等の解

明、認知症に関する薬剤治験対

応コホート構築やゲノム情報等

の集積及びこれらを活用したバ

イオマーカー研究や病態解明

等、 認知症に関する非薬物療法

の確立及び官民連携による認知

症予防・進行抑制の基盤整備を

推進することが示されたところ

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加えて、AI、ロボット、ビッ

グデータなどのデジタル技術と

データの利活用が、産業構造や

経済社会システム全体に大きな

影響を及ぼしつつあり、とりわ

け、健康・医療分野は、これら

の技術を活かし得る分野の一つ

として、創薬等の研究開発の進

展や、ゲノム解析などの技術を

活用した新たなヘルスケアサー

ビスの創出等が見込まれてい

る。 
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５．国の政策・施策・事務事業

との関係 

 「健康・医療戦略」（令和２年

３月 27 日閣議決定）に即して策

定された「医療分野研究開発推

進計画」（令和２年３月 27 日健

康・医療戦略推進本部決定）を

踏まえ、ゲノム医療や個別化医

療の実現、基礎研究から実用化

までの一貫した研究開発や、「が

ん対策推進基本計画」（平成 24

年６月８日閣議決定）に基づき

策定された「がん研究 10 か年戦

略」（平成 26 年３月 31 日文部科

学大臣・厚生労働大臣・経済産

業大臣確認）を踏まえた対策な

どの研究開発に関して重点的に

取り組むとともに、各研究開発

の質の向上に努めるものとす

る。 

 

５．国の政策・施策・事務事業

との関係 

 「健康・医療戦略」（令和２年

３月 27 日閣議決定）に即して策

定された「医療分野研究開発推

進計画」（令和２年３月 27 日健

康・医療戦略推進本部決定）を

踏まえ、ゲノム医療や個別化医

療の実現、基礎研究から実用化

までの一貫した研究開発に関し

て重点的に取り組むとともに、

各研究開発の質の向上に努める

ものとする。 

 また、循環器病対策基本法を

踏まえ、その目指す姿の実現に

向けた積極的な貢献を図るとと

もに、循環器病対策基本法第 12

条に規定する循環器病の予防等

の推進の取組の一貫として、地

域の様々な主体と連携した住民

参加型の街づくり・健康づくり

への積極的な参画と発信に取り

組むものとする。 

 

５．国の政策・施策・事務事業

との関係 

 「健康・医療戦略」（令和２年

３月 27 日閣議決定）に即して策

定された「医療分野研究開発推

進計画」（令和２年３月 27 日健

康・医療戦略推進本部決定）を

踏まえ、ゲノム医療や個別化医

療の実現、基礎研究から実用化

までの一貫した研究開発に関し

て重点的に取り組むとともに、

各研究開発の質の向上に努める

ものとする。 

精神保健及び精神障害者福祉

に関する法律の一部を改正する

法律（平成 25 年法律第 47 号）

による改正後の精神保健及び精

神障害者福祉に関する法律（昭

和 25 年法律第 123 号）第 41 条

第１項の規定に基づく良質かつ

適切な精神障害者に対する医療

の提供を確保するための指針

（平成 26 年厚生労働省告示第

65 号）を踏まえ、調査、研究・

開発、医療の提供、技術者の研

修等に努めるものとする。加え

て、難病の患者に対する医療等

に関する法律（平成 26 年法律第

50 号）を踏まえ、調査、研究・

開発、医療の提供、技術者の研

修等に努めるものとする。 

また、「自殺総合対策大綱」

（平成 29 年７月 25 日閣議決

定）を踏まえ、自殺予防研究を

推進する。 

 

５．国の政策・施策・事務事業

との関係 

 「健康・医療戦略」（令和２年

３月 27 日閣議決定）に即して策

定された「医療分野研究開発推

進計画」（令和２年３月 27 日健

康・医療戦略推進本部決定）、を

踏まえ、ゲノム医療や個別化医

療の実現、基礎研究から実用化

までの一貫した研究開発に関し

て重点的に取り組むとともに、

各研究開発の質の向上に努める

ものとする。 

また、「平和と健康のための基

本方針」（平成 27 年９月 11 日健

康・医療戦略推進本部決定）、

「SDGs 実施指針」（平成 28 年 12

月 22 日 SDGs 推進本部決定）を

踏まえ、世界の保健課題の取組

に貢献するものとする。 

 

５．国の政策・施策・事務事業

との関係 

 「健康・医療戦略」（令和２年

３月 27 日閣議決定）に即して策

定された「医療分野研究開発推

進計画」（令和２年３月 27 日健

康・医療戦略推進本部決定）を

踏まえ、臨床研究及び治験の更

なる推進、ゲノム医療や個別化

医療の実現化、基礎研究から実

用化までの一貫した研究開発

や、「がん対策推進基本計画」

（平成 24 年６月８日閣議決定）

に基づき策定された「がん研究

10 か年戦略」（平成 26 年３月 31

日文部科学大臣・厚生労働大

臣・経済産業大臣確認）を踏ま

えた対策などの研究開発に関し

て重点的に取り組むとともに、

各研究開発の質の向上に努める

ものとする。 

また、アレルギー疾患対策基

本法（平成 26 年法律第 98 号）

に基づく、アレルギー疾患対策

の推進に関する基本的な方針

（平成 29 年厚生労働省告示第

76 号）を踏まえ、調査、研究・

開発、医療の提供、技術者の研

修等に努める。 

また、成育基本法に関連する

成育医療の推進とその全国的な

普及にあたり、中心的な役割を

担う。 

 

５．国の政策・施策・事務事業

との関係 

 「健康・医療戦略」（令和２年

３月 27 日閣議決定）に即して策

定された「医療分野研究開発推

進計画」（令和２年３月 27 日健

康・医療戦略推進本部決定）を

踏まえ、ゲノム医療や個別化医

療の実現、基礎研究から実用化

までの一貫した研究開発に関し

て重点的に取り組むとともに、

各研究開発の質の向上に努める

ものとする。 

 また、「認知症施策推進大綱」

（令和元年６月 18 日認知症施策

推進関係閣僚会議決定）を踏ま

え、認知症施策などの推進に努

めるものとする。 

 

第２ 中長期目標の期間 

センターの中長期目標の期間

は、令和３年４月から令和９年

第２ 中長期目標の期間 

センターの中長期目標の期間

は、令和３年４月から令和９年

第２ 中長期目標の期間 

センターの中長期目標の期間

は、令和３年４月から令和９年

第２ 中長期目標の期間 

センターの中長期目標の期間

は、令和３年４月から令和９年

第２ 中長期目標の期間 

センターの中長期目標の期間

は、令和３年４月から令和９年

第２ 中長期目標の期間 

センターの中長期目標の期間

は、令和３年４月から令和９年



           

国立がん研究センター 国立循環器病研究センター 国立精神・神経医療研究センター 国立国際医療研究センター 国立成育医療研究センター 国立長寿医療研究センター 
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３月までの６年間とする。 

 

３月までの６年間とする。 

 

３月までの６年間とする。 

 

３月までの６年間とする。 

 

３月までの６年間とする。 

 

３月までの６年間とする。 

 

第３ 研究開発の成果の最大化

その他の業務の質の向上に関す

る事項 

１．研究・開発に関する事項 

（１）担当領域の特性を踏まえ

た戦略的かつ重点的な研究・開

発の推進 

【重要度:高】 

担当領域の特性を踏まえた戦

略的かつ重点的な研究・開発の

推進は、国民が健康な生活及び

長寿を享受することのできる社

会を形成するために極めて重要

であり、研究と臨床を一体的に

推進できる NC の特長を活かすこ

とにより、研究成果の実用化に

大きく貢献することが求められ

ているため。 

 

【難易度：高】 

近年、同じ臓器のがんであっ

ても、その発生原因、メカニズ

ムなどについては患者の遺伝子

変異の性質に応じて様々である

など、研究の困難性が増してい

る。また、未来型医療を実現す

るための最先端のがん研究を推

進し、診断・治療法の研究開発

を効率的かつ早期に実現化する

ためには、医学のみならず生命

科学・工学等の他分野の技術・

成果を統合的に研究開発に応用

する必要があるため。 

 

第３ 研究開発の成果の最大化

その他の業務の質の向上に関す

る事項 

１．研究・開発に関する事項 

（１）担当領域の特性を踏まえ

た戦略的かつ重点的な研究・開

発の推進 

【重要度：高】 

担当領域の特性を踏まえた戦

略的かつ重点的な研究・開発の

推進は、国民が健康な生活及び

長寿を享受することのできる社

会を形成するために極めて重要

であり、研究と臨床を一体的に

推進できる NC の特長を活かすこ

とにより、研究成果の実用化に

大きく貢献することが求められ

ているため。 

 

【難易度：高】 

世界中の患者が長期間にわた

り有効かつ安全な体内植込式補

助人工心臓の開発を待ち望むな

か、世界をリードする実用性の

高い永久使用目的の超小型体内

埋込み式補助人工心臓の開発を

目指すため、耐久性と抗血栓性

を同時に満たす医療機器の開発

について、最先端の工学技術を

駆使した高度学際的な研究を推

進する必要があるため。 

 

第３ 研究開発の成果の最大化

その他の業務の質の向上に関す

る事項 

１．研究・開発に関する事項 

（１）担当領域の特性を踏まえ

た戦略的かつ重点的な研究・開

発の推進 

【重要度：高】 

担当領域の特性を踏まえた戦

略的かつ重点的な研究・開発の

推進は、国民が健康な生活及び

長寿を享受することのできる社

会を形成するために極めて重要

であり、研究と臨床を一体的に

推進できる NC の特長を活かすこ

とにより、研究成果の実用化に

大きく貢献することが求められ

ているため。 

 

【難易度：高】 

筋ジストロフィーや多発性硬

化症などの難治性・希少性の高

い疾患については、症例集積性

の困難さなどから民間企業等が

参加しにくいという面があり、

他の領域に比べその研究開発は

世界的にも遅れている。また、

難病等については発症原因・機

序等に未解明な部分が多く、治

療薬開発等については技術的に

も非常に困難であるため。 

 

第３ 研究開発の成果の最大化

その他の業務の質の向上に関す

る事項 

１．研究・開発に関する事項 

（１）担当領域の特性を踏まえ

た戦略的かつ重点的な研究・開

発の推進 

【重要度：高】 

担当領域の特性を踏まえた戦

略的かつ重点的な研究・開発の

推進は、国民が健康な生活及び

長寿を享受することのできる社

会を形成するために極めて重要

であり、研究と臨床を一体的に

推進できる NC の特長を活かすこ

とにより、研究成果の実用化に

大きく貢献することが求められ

ているため。 

 

【難易度：高】 

感染症その他疾患に対する革

新的な医療技術の開発は、新た

な標的分子の候補を決定するこ

とが求められ、そのための機能

解析や臨床有用性の評価は技術

的に相当な困難を伴い、その成

果である未来型医療の展開を目

指す取組は世界でも始まったば

かりであるため。 

また、途上国で蔓延する感染

症、生活習慣病等の疾患に対し

て、医療技術やサービス提供の

開発を進めていく際に、その国

の社会的・経済的状況と共に、

脆弱な医療提供体制を考慮して

取り組むことが求められるた

め。 

第３ 研究開発の成果の最大化

その他の業務の質の向上に関す

る事項 

１．研究・開発に関する事項 

（１）担当領域の特性を踏まえ

た戦略的かつ重点的な研究・開

発の推進 

【重要度：高】 

担当領域の特性を踏まえた戦

略的かつ重点的な研究・開発の

推進は、国民が健康な生活及び

長寿を享受することのできる社

会を形成するために極めて重要

であり、研究と臨床を一体的に

推進できる NC の特長を活かすこ

とにより、研究成果の実用化に

大きく貢献することが求められ

ているため。 

 

【難易度：高】 

免疫不全症や先天性代謝異常

症等の多くは希少疾病・難治疾

患であり、治療の対象となる患

者数が極めて少ないことから全

国的なネットワーク形成等によ

り患者情報を集約した上、研究

開発を多施設共同で取り組む必

要がある。また、倫理的な観点

からも、これらの疾患に対する

診断・治療等に関し我が国にお

けるコンセンサスを同時に形成

していく必要があるという困難

な面もあるため。 

 

第３ 研究開発の成果の最大化

その他の業務の質の向上に関す

る事項 

１．研究・開発に関する事項 

（１）担当領域の特性を踏まえ

た戦略的かつ重点的な研究・開

発の推進 

【重要度：高】 

担当領域の特性を踏まえた戦

略的かつ重点的な研究・開発の

推進は、国民が健康な生活及び

長寿を享受することのできる社

会を形成するために極めて重要

であり、研究と臨床を一体的に

推進できる NC の特長を活かすこ

とにより、研究成果の実用化に

大きく貢献することが求められ

ているため。 

 

【難易度：高】 

認知症を含めた加齢に伴う疾

患に対する研究開発は、高齢者

特有の脆弱性により他の疾患や

機能障害を併発しやすいこと

や、治療法の有効性を評価する

ための、臨床的・疫学的ランダ

ム化研究あるいはモデル動物に

よる評価系の構築が困難である

ことなど、その先制医療や予防

を実現するための研究開発にお

いて多様な課題を抱えているた

め。 
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① 重点的な研究・開発 

センターが担う疾患につい

て、症例集積性の向上、臨床研

究及び治験手続の効率化、研究

者・専門家の育成・確保、臨床

研究及び治験の情報公開、治験

に要するコスト・スピード・質

の適正化に関して、より一層強

化する。 

また、First in human（ヒト

に初めて投与する）試験をはじ

めとする治験・臨床研究体制を

強化し、診療部門や企業等との

連携を図り、これまで以上に研

究開発を推進する。具体的に

は、 

・ 遺伝子の解析等による未来

型医療を実現するためのグロ

ーバルスタンダードになり得

る診断・治療法の研究開発 

・ 難治性がん、希少がんなど

を中心とした新規治療法の研

究開発 

・ 全国ネットワークを活用

し、個人や集団に対しより最

適化された標準治療開発のた

めの多施設共同臨床研究 

・ がんのリスク・予防要因を

究明するための精度の高い疫

学研究及び前向き介入研究 

に取り組むなどして、重点的な

研究・開発を実施すること。 

 

① 重点的な研究・開発 

センターが担う疾患につい

て、症例集積性の向上、臨床研

究及び治験手続の効率化、研究

者・専門家の育成・確保、臨床

研究及び治験の情報公開、治験

に要するコスト・スピード・質

の適正化に関して、より一層強

化する。 

また、First in human（ヒト

に初めて投与する）試験をはじ

めとする治験・臨床研究体制を

強化し、診療部門や企業等との

連携を図り、これまで以上に研

究開発を推進する。具体的に

は、 

・ 循環器病患者の救命と生涯

にわたる予後改善のために不

可欠となる革新的な医療機器

の開発 

・ 病態や発症機序未解明・治

療法未解明疾患に対しての新

たな分子・遺伝学的解析法に

よる病態解明と治療法の開発 

・ 致命的循環器疾患の救急治

療法や難治性循環器疾患の革

新的治療法の研究開発 

・ 成人先天性心疾患のような

診療科横断的な疾患につい

て、標準治療法を開発するた

めの多施設共同研究 

・ 住民コホート及び疾患コホ

ートの連結によるシームレス

ライフステージコホートの解

析並びに診療実態の把握及び

コホート研究結果に基づく AI

による未来予測・予知医療の

具現化 

に取り組むなどして、重点的な

① 重点的な研究・開発 

センターが担う疾患につい

て、症例集積性の向上、臨床研

究及び治験手続の効率化、研究

者・専門家の育成・確保、臨床

研究及び治験の情報公開、治験

に要するコスト・スピード・質

の適正化に関して、より一層強

化する。 

また、First in human（ヒト

に初めて投与する）試験をはじ

めとする治験・臨床研究体制を

強化し、診療部門や企業等との

連携を図り、これまで以上に研

究開発を推進する。 

さらに、精神・神経疾患、筋

疾患、発達障害、物質依存症や

嗜癖行動、認知症疾患等の研究

開発への応用を目指し、脳機能

に関わるゲノム、再生、免疫、

変性等の生命現象の機能解明

や、様々な疾患を対象にした発

症メカニズムの解明等のための

基礎的な研究と治療法の開発を

推進するとともに、国内外の医

療機関、研究機関、関係学会等

のほか、地方公共団体、民間団

体等とも連携を図りながら、関

係者の支援・人材育成、研究成

果の普及を図る。具体的には、 

・ 筋ジストロフィーの人工核

酸医薬品等を用いた治療薬の

研究開発・応用 

・ 多発性硬化症、視神経脊髄

炎、プリオン病及び難治てん

かんなどの難治性・希少性の

高い疾患における治療薬開

発、標準治療法の確立に向け

ての研究 

① 重点的な研究・開発 

センターが担う疾患につい

て、症例集積性の向上、臨床研

究及び治験手続の効率化、研究

者・専門家の育成・確保、臨床

研究及び治験の情報公開、治験

に要するコスト・スピード・質

の適正化に関して、より一層強

化する。 

また、First in human（ヒト

に初めて投与する）試験をはじ

めとする治験・臨床研究体制を

強化し、診療部門や企業等との

連携を図り、これまで以上に研

究開発を推進する。また、我が

国のみならず国際保健の向上に

寄与するため、国際保健医療協

力を軸とし、感染症その他の疾

患を中心課題として、病院、国

際医療協力局、研究所、臨床研

究センターの連携を基盤としな

がら、国内外の保健医療機関、

研究機関、学会、民間等との共

同研究の一層の推進を図る。具

体的には、 

・ 新興・再興感染症や顧みら

れない熱帯病といった国際感

染症、薬剤耐性菌に対する革

新的な予防・診断・治療法の

研究開発 

・ 総合病院機能を基盤とした

HIV 感染症、肝炎をはじめと

する肝疾患（以下「肝疾患」

という。）、糖尿病・代謝性疾

患及び免疫疾患に対する新た

な医薬品や予防・診断・治療

法の研究開発 

・ 国立感染症研究所と連携し

た新興・再興感染症対策への

① 重点的な研究・開発 

センターが担う疾患につい

て、症例集積性の向上、臨床研

究及び治験手続の効率化、研究

者・専門家の育成・確保、臨床

研究及び治験の情報公開、治験

に要するコスト・スピード・質

の適正化に関して、より一層強

化する。 

また、First in human/ First 

in Child（ヒト/ 子ども）に初

めて投与する）試験をはじめと

する治験・臨床研究体制を強化

し、センター内外の診療部門、

治験・臨床研究支援部門や企業

等との連携を図り、これまで以

上に研究開発を推進する。具体

的には、 

・ 免疫不全症や小児がんをは

じめとする難治性疾患に対す

る遺伝子治療等の先進的治療

に関する研究開発 

・ 小児難病等に対する再生医

療の研究開発 

・ 食物アレルギー等アレルギ

ー疾患の発症予防法の確立に

関する研究開発 

・ 小児が服用しやすい薬剤、

小児慢性特定疾患に対する治

療法及び小児肺高血圧、小児

多動症等の研究開発 

・ 早産・在胎不当過小やハイ

リスク妊婦等の母と児を対象

としたコホート研究 

・ 不妊症・不育症に対する研

究開発 

・ 子どもや青年を生物・心

理・社会的

（biopsychosocial）に捉える

① 重点的な研究・開発 

センターが担う疾患につい

て、症例集積性の向上、臨床研

究及び治験手続の効率化、研究

者・専門家の育成・確保、臨床

研究及び治験の情報公開、治験

に要するコスト・スピード・質

の適正化に関して、より一層強

化する。 

また、First in human（ヒト

に初めて投与する）試験をはじ

めとする治験・臨床研究体制を

強化し、診療部門や企業等との

連携を図り、これまで以上に研

究開発を推進する。具体的に

は、 

・ 認知症の先制治療薬、ゲノ

ム解析情報からのドラッグ・

リポジショニング、早期診断

技術の開発や予防方法の確立

等の研究開発及び予防策の社

会実装 

・ フレイル（虚弱）・ロコモ

（運動器症候群）などの老年

病に関する診断・予防・治療

ケア等のための基礎・臨床・

疫学・ゲノム・工学研究 

・ 高齢者感覚器疾患における

再生医療の推進 

・ 2025 年問題を見据えた在宅

医療やエンドオブライフケ

ア、認知症者の徘徊対策等の

老年学・社会科学的な研究開

発・政策提言 

・ バイオバンクと連携した老

化・老年学に関する大規模コ

ホートの構築とそれを活用し

た研究の実施・統合 

・ 前臨床から軽度認知症



           

国立がん研究センター 国立循環器病研究センター 国立精神・神経医療研究センター 国立国際医療研究センター 国立成育医療研究センター 国立長寿医療研究センター 
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研究・開発を実施すること。 

 

・ 神経難病における既存の治

療法に対する治療反応性の検

証による適正な治療選択法の

研究開発 

・ バイオマーカー、臨床脳画

像等の活用による、パーキン

ソン病、認知症、脊髄小脳変

性症、統合失調症、うつ病、

発達障害、物質依存症・嗜癖

行動等の客観的評価に耐える

診断・治療法の研究開発 

・ 精神疾患等に対するバイオ

バンクを活用したエビデンス

（証拠、根拠）に基づく医療

及びゲノム医療の実現のため

のコホート研究並びに精神保

健に関する疫学研究 

・ 精神保健医療福祉政策に資

する、精神・神経疾患等に関

する正しい理解と社会参加の

促進方策、地域生活を支える

サービス等を提供できる体制

づくり等に関する研究 

・ 小児の精神・神経発達、恐怖

記憶形成に関する NMDA 受容体

等の分子生物学的研究に基づ

いた発達障害、統合失調症、

PTSD などの病態解明と治療に

向けた研究 

・ 摂食障害、物質依存症・嗜

癖行動、PTSD、児童期虐待等

の、社会的影響の大きい重度

ストレス疾患の、ゲノム、脳

画像的基盤の解明と治療開

発、社会支援制度に向けた研

究 

に取り組むなどして、重点的な

研究・開発を実施すること。 

 

取組の推進 

・ 感染症や糖尿病・代謝性疾

患、肝疾患、免疫疾患等のレ

ジストリやバイオバンクを充

実させ、ゲノムの解析等によ

る未来型医療を実現するため

の予防・診断・治療法の研究

開発 

・ 高齢化等に伴う HIV 感染

症、肝疾患、糖尿病等の疫学

変化等の病態変容解明のため

のコホート研究 

・ 国際的視点に基づく保健医

療に関する研究開発 

に取り組むなどして、重点的な

研究・開発を実施すること。 

 

新たな研究とその社会実装 

に取り組むなどして、重点的な

研究・開発を実施すること。 

 

（MCI）も含む認知症疾患レジ

ストリなどのデータ基盤の構

築とレジストリを活用した治

験と臨床研究の進展 

に取り組むなどして、重点的な

研究・開発を実施すること。 

 



           

国立がん研究センター 国立循環器病研究センター 国立精神・神経医療研究センター 国立国際医療研究センター 国立成育医療研究センター 国立長寿医療研究センター 
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② 戦略的な研究・開発 

がんの本態解明に関する研

究、がんの予防法や早期発見手

法に関する研究、アンメットメ

ディカル（未充足な医療）ニー

ズに応える新規薬剤開発に関す

る研究、患者に優しい新規医療

技術開発に関する研究、免疫療

法や遺伝子治療等をはじめとす

る様々な医療技術を組み合わせ

た新たな標準治療を創るための

研究、充実したサバイバーシッ

プを実現する社会の構築を目指

した研究、がん対策の効果的な

推進と評価に関する普及・実装

科学研究に取り組む。 

上記①及び②の研究・開発に

より、医療推進に大きく貢献す

る研究成果を中長期目標期間中

に 21 件以上あげること。また、

中長期目標期間中の原著論文数

については、4,900 件以上とす

ること。 

 

② 戦略的な研究・開発 

革新的な医療機器・医薬品の

開発、循環器領域・生活習慣病

領域における新規治療法の研究

開発、革新的な治療法の研究開

発、国際展開を踏まえた多施設

共同研究の実施と施設のネット

ワーク化、生活習慣病の予防法

の研究開発、より健康的なライ

フスタイルのための生活習慣改

善法等の開発に取り組む。 

 

 

 

 

 

上記①及び②の研究・開発に

より、医療推進に大きく貢献す

る研究成果を中長期目標期間中

に 21 件以上あげること。また、

中長期目標期間中の原著論文数

については、2,300 件以上とす

ること。 

② 戦略的な研究・開発 

精神・神経疾患等の本態解明

を目指した研究、精神・神経疾

患等の実態把握を目指した研

究、精神・神経疾患等の新たな

予防・診断・治療法の確立や効

果的な新規治療薬の開発及び既

存治療薬の適応拡大等を目指し

た研究、均てん化を目指した研

究に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

上記①及び②の研究・開発に

より、医療推進に大きく貢献す

る研究成果を中長期目標期間中

に 26 件以上あげること。また、

中長期目標期間中の原著論文数

については、3,800 件以上とす

ること。 

 

② 戦略的な研究・開発 

感染症その他の疾患の本態解

明、疾患の実態把握、高度先駆

的及び標準的予防、診断、治療

法の開発の推進、医薬品及び医

療機器の開発の推進、医療の均

てん化手法の開発の推進、情報

発信手法の開発強化、新興国・

途上国を含むグローバルな健

康・医療の課題に貢献するため

の実装研究や政策研究に取り組

む。 

 

 

 

 

上記①及び②の研究・開発に

より、医療推進に大きく貢献す

る研究成果を中長期目標期間中

に 26 件以上あげること。また、

中長期目標期間中の原著論文数

については、2,100 件以上とす

ること。 

② 戦略的な研究・開発 

成育疾患の本態解明、成育疾

患の実態把握、高度先駆的及び

標準的な予防・診断、遺伝子治

療をはじめとする新たな治療法

の開発の推進、成育疾患研究の

実用化体制の充実に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記①及び②の研究・開発に

より、医療推進に大きく貢献す

る研究成果を中長期目標期間中

に 20 件以上あげること。また、

中長期目標期間中の原著論文数

については、2,500 件以上とす

ること。 

② 戦略的な研究・開発 

加齢に伴う疾患の本態解明、

加齢に伴う疾患の実態把握、加

齢に伴う疾患に対する予防、診

断、治療ケア等のための基礎・

臨床疫学・ゲノム・工学研究、

開発に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記①及び②の研究・開発に

より、医療推進に大きく貢献す

る研究成果を中長期目標期間中

に 19 件以上あげること。また、

中長期目標期間中の原著論文数

については、1,700 件以上とす

ること。 

 

③ NC 間の疾患横断領域におけ

る連携推進 

NC 間の連携による新たなイノ

ベーションの創出を目的として

設置された国立高度専門医療研

究センター医療研究連携推進本

部（JH）においては、NC 間の疾

患横断領域を中心とした研究開

発とそのための基盤整備、人材

育成等に取り組むものとする。 

具体的には、ゲノム医療、大

規模医療情報の活用、コホート

研究基盤の活用、健康寿命延伸

のための疾患横断的予防指針提

言、実装科学推進のための基盤

③ NC 間の疾患横断領域におけ

る連携推進 

NC 間の連携による新たなイノ

ベーションの創出を目的として

設置された国立高度専門医療研

究センター医療研究連携推進本

部（JH）においては、NC 間の疾

患横断領域を中心とした研究開

発とそのための基盤整備、人材

育成等に取り組むものとする。 

具体的には、ゲノム医療、大

規模医療情報の活用、コホート

研究基盤の活用、健康寿命延伸

のための疾患横断的予防指針提

言、実装科学推進のための基盤

③ NC 間の疾患横断領域におけ
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的に取り組む。特に First in 
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をはじめとする早期臨床試験の

実施数を増やしていく。 

令和２年の COVID-19 パンデミ
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メディカルゲノムセンター

（MGC）の機能の充実とバイオバ
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特有の疾患に対する効果的な治

療・介護手法等、支える医療の
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のための措置、知的財産の管理

強化及び活用推進、医療機器の
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また、臨床研究及び治験を進

めるため、症例の集約化を図る

とともに、今後も、これらの資

源を有効に活用しつつ、臨床研

究の質の向上、研究者・専門家

の育成・人材確保、臨床研究及

び治験のための共通的な基盤の

共用、研究不正・研究費不正使

用等防止への対応、患者との連

携及び国民への啓発活動等への

取組など更なる機能の向上を図

り、基礎研究成果を実用化につ

なぐ体制を強化する。加えて、
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特に、臨床研究及び治験を進

めるため、症例の集約化を図る

とともに、今後も、これらの資

源を有効に活用しつつ、臨床研

究の質の向上、研究者・専門家

の育成・人材確保、臨床研究及

び治験のための共通的な基盤の

共用、研究不正・研究費不正使

用等防止への対応、患者との連

携及び国民への啓発活動等への

取組など更なる機能の向上を図

り、基礎研究成果を実用化につ

なぐ体制を強化する。加えて、

ARO（Academic Research 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、臨床研究及び治験を進

めるため、症例の集約化を図る

とともに、今後も、これらの資

源を有効に活用しつつ、臨床研

究の質の向上、研究者・専門家

の育成・人材確保、臨床研究及

び治験のための共通的な基盤の

共用、研究不正・研究費不正使

用等防止への対応、患者との連

携及び国民への啓発活動等への

取組など更なる機能の向上を図

り、基礎研究成果を実用化につ

なぐ体制等を強化する。加え

て、ARO（Academic Research 

する体制を整備する。国際共同
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源を有効に活用しつつ、臨床研

究の質の向上、研究者・専門家

の育成・人材確保、臨床研究及

び治験のための共通的な基盤の

共用、研究不正・研究費不正使

用等防止への対応、患者との連

携及び国民への啓発活動等への

取組など更なる機能の向上を図

り、基礎研究成果を実用化につ

なぐ体制を強化する。 
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（Academic Research 

Organization）機能を強化し、

我が国の臨床研究の中核的な役

割を担う。 

 

 

 

 

 

具体的には、センター内や産

官学の連携の強化、治験・臨床

研究の推進やゲノム医療の実現

化に向けた基盤を充実させ、特

に、ナショナルセンター・バイ

オバンクネットワークを最大限

活用し、センターが担う疾患に

関する難治性・希少性疾患の原

因解明や創薬に資する治験・臨

床研究を推進するために、詳細

な臨床情報が付帯された良質な

生体試料を収集・保存するとと

もに、NC をはじめとする研究機

関等との間のデータシェアリン

グができる仕組みを強化するな

どバイオバンク体制のより一層

の充実を図る。更に外部の医療

機関からも生体試料の収集を行

う。加えて、ゲノム情報等を活

用した個別化医療の確立に向け

た研究を推進する。 

また、運営費交付金を財源と

した研究開発と同様に競争的研

究資金を財源とする研究開発に

おいてもセンターの取り組むべ

き研究課題として適切なものを

実施する仕組みを強化する。 

以上の実用化を目指した研

究・開発の推進及び基盤整備に

より、中長期目標期間中に、

Organization）を整備するな

ど、我が国の臨床研究の中核的

な役割を担う体制を整備する。 
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官学の連携の強化、治験・臨床

研究の推進やゲノム医療の実現

化に向けた基盤を充実させ、特

に、ナショナルセンター・バイ

オバンクネットワークを最大限

活用し、センターが担う疾患に

関する難治性・希少性疾患の原

因解明や創薬に資する治験・臨

床研究を推進するために、詳細

な臨床情報が付帯された良質な

生体試料を収集・保存するとと

もに、NC をはじめとする研究機

関等との間のデータシェアリン

グができる仕組みを強化するな

どバイオバンク体制のより一層

の充実を図る。更に外部の医療

機関からも生体試料の収集を行

う。加えて、ゲノム情報等を活

用した個別化医療の確立に向け

た研究を推進する。 

また、運営費交付金を財源と

した研究開発と同様に競争的研

究資金を財源とする研究開発に

おいてもセンターの取り組むべ

き研究課題として適切なものを

実施する仕組みを強化する。 

以上の実用化を目指した研

究・開発の推進及び基盤整備に

より、中長期目標期間中に、

Organization）を整備するな

ど、我が国の臨床研究の中核的

な役割を担う体制を整備する。 

 

 

 

 

 

 

具体的には、センター内や産

官学の連携の強化、治験・臨床

研究の推進やゲノム医療の実現

化に向けた基盤を充実させ、特

に、ナショナルセンター・バイ

オバンクネットワークを最大限

活用し、センターが担う疾患に

関する難治性・希少性疾患の原

因解明や創薬に資する治験・臨

床研究を推進するために、詳細

な臨床情報が付帯された良質な

生体試料を収集・保存するとと

もに、NC をはじめとする研究機

関等との間のデータシェアリン

グができる仕組みを強化するな

どバイオバンク体制のより一層

の充実を図る。更に外部の医療

機関からも生体試料の収集を行

う。加えて、ゲノム情報等を活

用した個別化医療の確立に向け

た研究を推進する。 

また、運営費交付金を財源と

した研究開発と同様に競争的研

究資金を財源とする研究開発に

おいてもセンターの取り組むべ

き研究課題として適切なものを

実施する仕組みを強化する。 

以上の実用化を目指した研

究・開発の推進及び基盤整備に

より、中長期目標期間中に、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的には、センター内や産

官学の連携の強化、治験・臨床

研究の推進やゲノム医療の実現

化に向けた基盤を充実させ、特

に、ナショナルセンター・バイ

オバンクネットワークを最大限

活用し、センターが担う疾患に

関する難治性・希少性疾患の原

因解明や創薬に資する治験・臨

床研究を推進するために、詳細

な臨床情報が付帯された良質な

生体試料を収集・保存するとと

もに、NC をはじめとする研究機

関等との間のデータシェアリン

グができる仕組みを強化するな

どバイオバンク体制のより一層

の充実を図る。更に外部の医療

機関からも生体試料の収集を行

う。加えて、ゲノム情報等を活

用した個別化医療の確立に向け

た研究を推進する。 

また、運営費交付金を財源と

した研究開発と同様に競争的研

究資金を財源とする研究開発に

おいてもセンターの取り組むべ

き研究課題として適切なものを

実施する仕組みを強化する。 

以上の実用化を目指した研

究・開発の推進及び基盤整備に

より、中長期目標期間中に、

Organization）を整備するな

ど、我が国の臨床研究の中核的

な役割を担う体制を整備する。

小児・周産期領域における治

験・臨床研究の拠点として成育

医療の体制構築や均てん化によ

り成育基本法に関連する良質か

つ適切な成育医療の提供に貢献

する。 

具体的には、センター内や産

官学の連携の強化、治験・臨床

研究の推進やゲノム医療の実現

化に向けた基盤を充実させ、特

に、ナショナルセンター・バイ

オバンクネットワークを最大限

活用し、センターが担う疾患に

関する難治性・希少性疾患の原

因解明や創薬に資する治験・臨

床研究を推進するために、詳細

な臨床情報が付帯された良質な

生体試料を収集・保存するとと

もに、NC をはじめとする研究機

関等との間のデータシェアリン

グができる仕組みを強化するな

どバイオバンク体制のより一層

の充実を図る。更に外部の医療

機関からも生体試料の収集を行

う。加えて、ゲノム情報等を活

用した個別化医療の確立に向け

た研究を推進する。 

また、運営費交付金を財源と

した研究開発と同様に競争的研

究資金を財源とする研究開発に

おいてもセンターの取り組むべ

き研究課題として適切なものを

実施する仕組みを強化する。 

以上の実用化を目指した研

究・開発の推進及び基盤整備に

より、中長期目標期間中に、
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化に向けた基盤を充実させ、特
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関する難治性・希少性疾患の原

因解明や創薬に資する治験・臨

床研究を推進するために、詳細

な臨床情報が付帯された良質な

生体試料を収集・保存するとと

もに、NC をはじめとする研究機

関等との間のデータシェアリン

グができる仕組みを強化するな

どバイオバンク体制のより一層

の充実を図る。更に外部の医療

機関からも生体試料の収集を行

う。加えて、ゲノム情報等を活

用した個別化医療の確立に向け

た研究を推進する。 

また、運営費交付金を財源と

した研究開発と同様に競争的研

究資金を財源とする研究開発に

おいてもセンターの取り組むべ

き研究課題として適切なものを

実施する仕組みを強化する。 

以上の実用化を目指した研

究・開発の推進及び基盤整備に

より、中長期目標期間中に、
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First in human（ヒトに初めて

投与する）試験実施件数 130 件

以上、医師主導治験実施件数

130 件以上、センターの研究開

発に基づくものを含む先進医療

承認件数 25 件以上及び学会等が

作成する診療ガイドライン等へ

の採用件数 63 件以上、臨床研究

（倫理委員会にて承認された研

究をいう。）実施件数 2,400 件以

上、治験（製造販売後臨床試験

も含む。）1,530 件以上実施する

こと。また、共同研究の実施件

数について中長期計画に具体的

な目標を定めること。 

 

また、研究開発の成果の実用

化及びこれによるイノベーショ

ンの創出を図るため、必要に応

じ、科学技術・イノベーション

創出の活性化に関する法律（平

成 20 年法律第 63 号）に基づく

出資並びに人的及び技術的援助

の手段を活用すること。 

 

【重要度：高】 

実用化を目指した研究・開発

の推進及び基盤整備は、国民が

健康な生活及び長寿を享受する

ことのできる社会を形成するた

めに極めて重要であり、研究と

臨床を一体的に推進できる NC の

特長を活かすことにより、研究

成果の実用化に大きく貢献する

ことが求められているため。 

 

First in human（ヒトに初めて

投与する）試験実施件数６件以

上、医師主導治験実施件数 13 件

以上、センターの研究開発に基

づくものを含む先進医療承認件

数５件以上及び学会等が作成す

る診療ガイドライン等への採用

件数 95 件以上、臨床研究（倫理

委員会にて承認された研究をい

う。）実施件数 3,600 件以上、治

験（製造販売後臨床試験も含

む。）300 件以上実施すること。

また、共同研究の実施件数につ

いて中長期計画に具体的な目標

を定めること。 

 

また、研究開発の成果の実用

化及びこれによるイノベーショ

ンの創出を図るため、必要に応

じ、科学技術・イノベーション

創出の活性化に関する法律（平

成 20 年法律第 63 号）に基づく

出資並びに人的及び技術的援助

の手段を活用すること。 

 

【重要度：高】 

実用化を目指した研究・開発の

推進及び基盤整備は、国民が健

康な生活及び長寿を享受するこ

とのできる社会を形成するため

に極めて重要であり、研究と臨

床を一体的に推進できる NC の特

長を活かすことにより、研究成

果の実用化に大きく貢献するこ

とが求められているため。 

First in human（ヒトに初めて

投与する）試験実施件数３件以

上、医師主導治験実施件数 10 件

以上、センターの研究開発に基

づくものを含む先進医療承認件

数 13 件以上及び学会等が作成す

る診療ガイドライン等への採用

件数 20 件以上、臨床研究（倫理

委員会にて承認された研究をい

う。）実施件数 850 件以上、治験

（製造販売後臨床試験も含む。）

440 件以上実施すること。ま

た、共同研究の実施件数につい

て中長期計画に具体的な目標を

定めること。 

 

また、研究開発の成果の実用

化及びこれによるイノベーショ

ンの創出を図るため、必要に応

じ、科学技術・イノベーション

創出の活性化に関する法律（平

成 20 年法律第 63 号）に基づく

出資並びに人的及び技術的援助

の手段を活用すること。 

 

【重要度：高】 

実用化を目指した研究・開発の

推進及び基盤整備は、国民が健

康な生活及び長寿を享受するこ

とのできる社会を形成するため

に極めて重要であり、研究と臨

床を一体的に推進できる NC の特

長を活かすことにより、研究成

果の実用化に大きく貢献するこ

とが求められているため。 

First in human（ヒトに初めて

投与する）試験実施件数１件以

上、医師主導治験実施件数 14 件

以上、センターの研究開発に基

づくものを含む先進医療承認件

数 26 件以上及び学会等が作成す

る診療ガイドライン等への採用

件数 120 件以上、臨床研究（倫

理委員会にて承認された研究を

いう。）実施件数 2,700 件以上、

治験（製造販売後臨床試験も含

む。）180 件以上実施すること。

また、共同研究の実施件数につ

いて中長期計画に具体的な目標

を定めること。 

 

また、研究開発の成果の実用

化及びこれによるイノベーショ

ンの創出を図るため、必要に応

じ、科学技術・イノベーション

創出の活性化に関する法律（平

成 20 年法律第 63 号）に基づく

出資並びに人的及び技術的援助

の手段を活用すること。 

 

【重要度：高】 

実用化を目指した研究・開発の

推進及び基盤整備は、国民が健

康な生活及び長寿を享受するこ

とのできる社会を形成するため

に極めて重要であり、研究と臨

床を一体的に推進できる NC の特

長を活かすことにより、研究成

果の実用化に大きく貢献するこ

とが求められているため。 

First in human/ First in 

Child（ヒト/ 子どもに初めて投

与する）試験実施件数３件以

上、医師主導治験実施件数 20 件

以上、センターの研究開発に基

づくものを含む先進医療承認件

数４件以上及び学会等が作成す

る診療ガイドライン等への採用

件数 160 件以上、臨床研究（倫

理委員会にて承認された研究を

いう。）実施件数 1,600 件以上、

治験（製造販売後臨床試験も含

む。）300 件以上実施すること。

また、共同研究の実施件数につ

いて中長期計画に具体的な目標

を定めること。 

また、研究開発の成果の実用

化及びこれによるイノベーショ

ンの創出を図るため、必要に応

じ、科学技術・イノベーション

創出の活性化に関する法律（平

成 20 年法律第 63 号）に基づく

出資並びに人的及び技術的援助

の手段を活用すること。 

 

【重要度：高】 

実用化を目指した研究・開発の

推進及び基盤整備は、国民が健

康な生活及び長寿を享受するこ

とのできる社会を形成するため

に極めて重要であり、研究と臨

床を一体的に推進できる NC の特

長を活かすことにより、研究成

果の実用化に大きく貢献するこ

とが求められているため。 

First in human（ヒトに初めて

投与する）試験実施件数１件以

上、医師主導治験実施件数６件

以上、センターの研究開発に基

づくものを含む先進医療承認件

数１件以上及び学会等が作成す

る診療ガイドライン等への採用

件数 34 件以上、臨床研究（倫理

委員会にて承認された研究をい

う。）実施件数 1,200 件以上、治

験（製造販売後臨床試験も含

む。）350 件以上実施すること。

また、共同研究の実施件数につ

いて中長期計画に具体的な目標

を定めること。 

 

また、研究開発の成果の実用

化及びこれによるイノベーショ

ンの創出を図るため、必要に応

じ、科学技術・イノベーション

創出の活性化に関する法律（平

成 20 年法律第 63 号）に基づく

出資並びに人的及び技術的援助

の手段を活用すること。 

 

【重要度：高】 

実用化を目指した研究・開発

の推進及び基盤整備は、国民が

健康な生活及び長寿を享受する

ことのできる社会を形成するた

めに極めて重要であり、研究と

臨床を一体的に推進できる NC の

特長を活かすことにより、研究

成果の実用化に大きく貢献する

ことが求められているため。 

 

２．医療の提供に関する事項 

病院の役割については、引き

続きがん診療連携拠点としての

２．医療の提供に関する事項 

病院の役割については、引き

続き、脳血管障害と心臓血管病

２．医療の提供に関する事項 

病院の役割については、引き

続き医療観察法指定入院医療機

２．医療の提供に関する事項 

病院の役割については、引き

続き、センター病院では救急を

２．医療の提供に関する事項 

病院の役割については、引き

続き総合周産期母子医療センタ

２．医療の提供に関する事項 

病院の役割については、引き

続き認知症疾患医療センター、
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中核機能を果たした上で、都道

府県が策定する地域医療構想等

を踏まえた高度急性期機能等の

医療機能を担うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【重要度：高】 

がんに対する中核的な医療機

関であり、研究開発成果の活用

を前提として、医療の高度化・

複雑化に対応した医療を実施す

ることは、我が国の医療レベル

の向上に繋がるため。 

 

の診療を併せ持った病院の特色

を生かした高度かつ専門的な医

療を提供するとともに、次世代

医療の創出を見据えた上で、都

道府県が策定する地域医療構想

等を踏まえた高度急性期機能等

の医療機能を担うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【重要度：高】 

循環器病に対する中核的な医

療機関であり、研究開発成果の

活用を前提として、医療の高度

化・複雑化に対応した医療を実

施することは、我が国の医療レ

ベルの向上に繋がるため。 

 

関としての機能を果たした上

で、都道府県が策定する地域医

療構想等を踏まえつつ、精神・

神経疾患等の専門性を生かしな

がら、高度専門医療等の提供を

行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【重要度：高】 

精神・神経疾患等に対する中

核的な医療機関であり、研究開

発成果の活用を前提として、医

療の高度化・複雑化に対応した

医療を実施することは、我が国

の医療レベルの向上に繋がるた

め。 

 

含む高度な総合診療体制を生か

し、高度な先端医療技術の開発

を進めつつ、特定感染症指定医

療機関及びエイズ拠点病院とし

ての中核機能を担うものとす

る。 

また、国府台病院では、肝

炎・免疫疾患に関する医療、精

神科救急・身体合併症・児童精

神医療の機能を担うものとす

る。これらを果たした上で、都

道府県が策定する地域医療構想

等を踏まえた高度急性期機能等

の医療機能を担うものとする。 

 

【重要度：高】 

感染症その他の疾患に対する

中核的な医療機関であり、研究

開発成果の活用を前提として、

医療の高度化・複雑化に対応し

た医療を実施することは、我が

国の医療レベルの向上に繋がる

ため。 

 

ー、小児がん拠点病院（中央機

関）としての機能を果たした上

で、都道府県が策定する地域医

療構想等を踏まえた高度急性期

機能等の医療機能を担うものと

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【重要度：高】 

成育医療に対する中核的な医

療機関であり、研究開発成果の

活用を前提として、医療の高度

化・複雑化に対応した医療を実

施することは、我が国の医療レ

ベルの向上に繋がるため。 

 

在宅療養後方支援病院としての

機能を果たした上で、都道府県

が策定する地域医療構想等を踏

まえた高度急性期機能等の医療

機能を担うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【重要度：高】 

長寿医療に対する中核的な医

療機関であり、研究開発成果の

活用を前提として、医療の高度

化・複雑化に対応した医療を実

施することは、我が国の医療レ

ベルの向上に繋がるため。 

 

（１）医療政策の一環として、

センターで実施すべき高度かつ

専門的な医療、標準化に資する

医療の提供 

我が国におけるがんに対する

中核的な医療機関として、国内

外の研究施設及び医療機関等の

知見を集約しつつ研究部門と密

接な連携を図り、その研究成果

を活用し、先進医療を含む高度

かつ専門的な医療の提供を引き

続き推進する。加えて、希少が

ん、小児・AYA 世代のがんや難

治がんなどに対して関係医療機

関と連携し、質の高い医療や患

（１）医療政策の一環として、

センターで実施すべき高度かつ

専門的な医療、標準化に資する

医療の提供 

我が国における循環器病に対

する中核的な医療機関として、

ロボット支援心臓手術、ハイブ

リッド心臓・脳血管手術、経カ

テーテル手術の先駆的な取組を

推進するとともに、国内外の研

究施設及び医療機関等の知見を

集約しつつ研究部門と密接な連

携を図り、その研究成果とし

て、難治性かつ特殊な疾患に対

する革新的治療法の開発等を活

（１）医療政策の一環として、

センターで実施すべき高度かつ

専門的な医療、標準化に資する

医療の提供 

我が国における精神・神経疾

患等に対する中核的な医療機関

として、国内外の研究施設及び

医療機関等の知見を集約しつつ

研究部門と密接な連携を図り、

その研究成果を活用し、先進医

療を含む高度かつ専門的な医療

の提供を引き続き推進する。 

特に薬物療法など既存の治療

法が効かない双極性障害の患者

のために、新たな治療方法とし

（１）医療政策の一環として、

センターで実施すべき高度かつ

専門的な医療、標準化に資する

医療の提供 

我が国における感染症その他

の疾患に対する中核的な医療機

関として、国内外の研究施設及

び医療機関等の知見を集約しつ

つ研究部門と密接な連携を図

り、その研究成果を活用し、先

進医療を含む高度かつ専門的な

医療の提供を引き続き推進す

る。 

加えて、感染症その他の疾患

の症例集積にも資するよう総合

（１）医療政策の一環として、

センターで実施すべき高度かつ

専門的な医療、標準化に資する

医療の提供 

我が国における成育医療の中

核的な医療機関として、「子ど

も・子育てビジョン」（平成 22

年１月 29 日閣議決定）に定める

「妊娠、出産、子育ての希望が

実現できる社会」の構築を目指

し、国内外の研究施設及び医療

機関等の知見を集約しつつ研究

部門と密接な連携を図り、その

研究成果を活用し、先進医療を

含む高度かつ専門的な医療の提

（１）医療政策の一環として、

センターで実施すべき高度かつ

専門的な医療、標準化に資する

医療の提供 

我が国における長寿医療の中

核的な医療機関として、「認知症

施策推進大綱」を踏まえ、国内

外の研究施設及び医療機関等の

知見を集約しつつ研究部門と密

接な連携を図り、その研究成果

を活用し、先進医療を含む高度

かつ専門的な医療の提供を引き

続き推進する。特に、超高齢化

が進む今後を見通すと、認知症

とフレイルが最も重要な病態で
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者個人に最適な治療の提供を推

進すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、各病院の医療の質や機

能の向上を図る観点から、セン

ターとして提供することを求め

られている医療のレベルに見合

用し、先進医療を含む高度かつ

専門的な医療の提供を引き続き

推進するほか、重大な循環器疾

患に対する抗血栓療法やカテー

テル治療等のエビデンスや科学

的根拠に基づく低侵襲治療の開

発・提供を推進する。 

加えて、日本臓器移植ネット

ワークにおける脳死臓器提供開

始当初から心臓移植の中心的役

割を担ってきた移植実施施設と

して臓器移植法に基づく移植医

療を適切に行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、病院の医療の質や機能

の向上を図る観点から、センタ

ーとして提供することを求めら

れている医療のレベルに見合っ

て、先進医療制度を活用した反

復経頭蓋磁気刺激装置(TMS)を用

いた治療の標準化を目指す。 

心神喪失等の状態で重大な他

害行為を行った者の医療及び観

察等に関する法律（平成 15 年法

律第 110 号）対象者に対して

は、研究部門と連携し、退院後

の地域生活への安全で円滑な移

行を支援する質の高い医療の提

供を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、病院の医療の質や機能

の向上を図る観点から、センタ

ーとして提供することを求めら

れている医療のレベルに見合っ

病院機能を充実させ、質の高い

救急医療を提供するとともに特

定感染症指定医療機関として、

感染症指定医療機関等と連携

し、感染症の患者に対する医療

の提供を着実に行うこと。ま

た、新興・再興感染症対策及び

薬剤耐性（AMR）対策も行うこ

と。 

HIV 感染症の診療について

は、引き続きエイズ治療・研究

開発センター（ACC）において、

最新の高度な診療を提供するこ

と。HIV 感染症患者に対し、薬

剤耐性や薬剤血中濃度のモニタ

ーに基づき、個々の HIV 感染症

患者の病態に則した治療を実施

し、その治療法について、均て

ん化に努めること。特に、患者

の高齢化に伴う種々の合併症に

対応する医療の提供に関し指針

を示すこと。新たな検査法や予

防法を確立し、新規感染者減少

を目指すこと。 

外国人居住者や訪日外国人の

診療を含む、国際的に開かれた

病院機能を充実させること。 

肝炎対策基本法（平成 21 年法

律第 97 号）に基づく肝炎対策の

推進に関する基本的な指針（平

成 28 年厚生労働省告示第 278

号）に従い、肝炎予防、肝炎医

療の均てん化及び研究の促進

等、肝炎の克服に向けた取組を

より一層進めること。 

また、各病院の医療の質や機

能の向上を図る観点から、セン

ターとして提供することを求め

られている医療のレベルに見合

供を引き続き推進する。 

周産期・小児医療において

は、関係医療機関と連携し、妊

産婦、周産期における母児、小

児の難病・希少疾患や広範な救

急医療に対して、質の高い医療

の提供や、慢性期における在宅

医療との連携の推進を行うこ

と。 

合併妊娠症への対応の充実、

生殖補助医療の拡充、出生前診

断・支援、胎児治療の推進、先

天性疾患治療の充実等に取り組

むこと。 

小児臓器移植の一層の充実を

目指す。特に肝臓移植に関して

は、引き続き世界トップレベル

の実施件数を維持する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、病院の医療の質や機能

の向上を図る観点から、センタ

ーとして提供することを求めら

れている医療のレベルに見合っ

あることから、それらに対する

治療及び予防策の提供について

重点的に推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、病院の医療の質や機能

の向上を図る観点から、センタ

ーとして提供することを求めら

れている医療のレベルに見合っ
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った臨床評価指標を策定し、医

療の質の評価を実施し、その結

果を情報発信すること。 

 

た臨床評価指標を策定し、医療

の質の評価を実施し、その結果

を情報発信すること。 

 

た臨床評価指標を策定し、医療

の質の評価を実施し、その結果

を情報発信すること。 

 

った臨床評価指標を策定し、医

療の質の評価を実施し、その結

果を情報発信すること。 

 

た臨床評価指標を策定し、医療

の質の評価を実施し、その結果

を情報発信すること。 

 

た臨床評価指標を策定し、医療

の質の評価を実施し、その結果

を情報発信すること。 

 

（２）患者の視点に立った良質

かつ安心な医療の提供 

医療の高度化・複雑化が進む

中で、質が高く安全な医療を提

供するため、各医療従事者が高

い専門性を発揮しつつ、業務を

分担しながら互いに連携するこ

とにより、患者の状態に応じた

適切な医療を提供するなど、医

師及びその他医療従事者等、そ

れぞれの特性を生かした、多職

種連携かつ診療科横断によるチ

ーム医療を推進し、特定の職種

への過度な負担を軽減するとと

もに、継続して質の高い医療の

提供を行うこと。 

また、これに加え、AI や ICT

を活用した医療の提供、NC をは

じめとする研究機関及び医療機

関間のデータシェアリングなど

を通じて、個別化医療の確立等

診療の質の向上に取り組むこ

と。 

医療安全については、同規

模・同機能の医療機関との間に

おける医療安全相互チェックを

行うこと、全職員を対象とした

医療安全や感染対策のための研

修会を開催し受講状況を確認す

ること、医療安全管理委員会を

開催すること、インシデント及

びアクシデントの情報共有等を

行うことなど、医療事故防止、

感染管理及び医療機器等の安全

管理に努め、医療安全管理体制

（２）患者の視点に立った良質

かつ安心な医療の提供 

医療の高度化・複雑化が進む

中で、質が高く安全な医療を提

供するため、各医療従事者が高

い専門性を発揮しつつ、業務を

分担しながら互いに連携するこ

とにより、患者の状態に応じた

適切な医療を提供するなど、医

師及びその他医療従事者等、そ

れぞれの特性を生かした、多職

種連携かつ診療科横断によるチ

ーム医療を推進し、特定の職種

への過度な負担を軽減するとと

もに、継続して質の高い医療の

提供を行うこと。 

また、これに加え、AI や ICT

を活用した医療の提供、NC をは

じめとする研究機関及び医療機

関間のデータシェアリングなど

を通じて、個別化医療の確立等

診療の質の向上に取り組むこ

と。 

医療安全については、同規

模・同機能の医療機関との間に

おける医療安全相互チェックを

行うこと、全職員を対象とした

医療安全や感染対策のための研

修会を開催し受講状況を確認す

ること、医療安全管理委員会を

開催すること、インシデント及

びアクシデントの情報共有等を

行うことなど、医療事故防止、

感染管理及び医療機器等の安全

管理に努め、医療安全管理体制

（２）患者の視点に立った良質

かつ安心な医療の提供 

医療の高度化・複雑化が進む

中で、質が高く安全な医療を提

供するため、各医療従事者が高

い専門性を発揮しつつ、業務を

分担しながら互いに連携するこ

とにより、患者の状態に応じた

適切な医療を提供するなど、医

師及びその他医療従事者等、そ

れぞれの特性を生かした、多職

種連携かつ診療科横断によるチ

ーム医療を推進し、特定の職種

への過度な負担を軽減するとと

もに、継続して質の高い医療の

提供を行うこと。 

また、これに加え、AI や ICT

を活用した医療の提供、NC をは

じめとする研究機関及び医療機

関間のデータシェアリングなど

を通じて、個別化医療の確立等

診療の質の向上に取り組むこ

と。 

医療安全については、同規

模・同機能の医療機関との間に

おける医療安全相互チェックを

行うこと、全職員を対象とした

医療安全や感染対策のための研

修会を開催し受講状況を確認す

ること、医療安全管理委員会を

開催すること、インシデント及

びアクシデントの情報共有等を

行うことなど、医療事故防止、

感染管理及び医療機器等の安全

管理に努め、医療安全管理体制

（２）患者の視点に立った良質

かつ安心な医療の提供 

医療の高度化・複雑化が進む

中で、質が高く安全な医療を提

供するため、各医療従事者が高

い専門性を発揮しつつ、業務を

分担しながら互いに連携するこ

とにより、患者の状態に応じた

適切な医療を提供するなど、医

師及びその他医療従事者等、そ

れぞれの特性を生かした、多職

種連携かつ診療科横断によるチ

ーム医療を推進し、特定の職種

への過度な負担を軽減するとと

もに、継続して質の高い医療の

提供を行うこと。 

また、これに加え、AI や ICT

を活用した医療の提供、NC をは

じめとする研究機関及び医療機

関間のデータシェアリングなど

を通じて、個別化医療の確立等

診療の質の向上に取り組むこ

と。 

医療安全については、同規

模・同機能の医療機関との間に

おける医療安全相互チェックを

行うこと、全職員を対象とした

医療安全や感染対策のための研

修会を開催し受講状況を確認す

ること、医療安全管理委員会を

開催すること、インシデント及

びアクシデントの情報共有等を

行うことなど、医療事故防止、

感染管理及び医療機器等の安全

管理に努め、医療安全管理体制

（２）患者の視点に立った良質

かつ安心な医療の提供 

医療の高度化・複雑化が進む

中で、質が高く安全な医療を提

供するため、各医療従事者が高

い専門性を発揮しつつ、業務を

分担しながら互いに連携するこ

とにより、患者の状態に応じた

適切な医療を提供するなど、医

師及びその他医療従事者等、そ

れぞれの特性を生かした、多職

種連携かつ診療科横断によるチ

ーム医療を推進し、特定の職種

への過度な負担を軽減するとと

もに、継続して質の高い医療の

提供を行うこと。 

また、これに加え、AI や ICT

を活用した医療の提供、NC をは

じめとする研究機関及び医療機

関間のデータシェアリングなど

を通じて、個別化医療の確立等

診療の質の向上に取り組むこ

と。 

医療安全については、同規

模・同機能の医療機関との間に

おける医療安全相互チェックを

行うこと、全職員を対象とした

医療安全や感染対策のための研

修会を開催し受講状況を確認す

ること、医療安全管理委員会を

開催すること、インシデント及

びアクシデントの情報共有等を

行うことなど、医療事故防止、

感染管理及び医療機器等の安全

管理に努め、医療安全管理体制

（２）患者の視点に立った良質

かつ安心な医療の提供 

医療の高度化・複雑化が進む

中で、質が高く安全な医療を提

供するため、各医療従事者が高

い専門性を発揮しつつ、業務を

分担しながら互いに連携するこ

とにより、患者の状態に応じた

適切な医療を提供するなど、医

師及びその他医療従事者等、そ

れぞれの特性を生かした、多職

種連携かつ診療科横断によるチ

ーム医療を推進し、特定の職種

への過度な負担を軽減するとと

もに、継続して質の高い医療の

提供を行うこと。 

また、これに加え、AI や ICT

を活用した医療の提供、NC をは

じめとする研究機関及び医療機

関間のデータシェアリングなど

を通じて、個別化医療の確立等

診療の質の向上に取り組むこ

と。 

医療安全については、同規

模・同機能の医療機関との間に

おける医療安全相互チェックを

行うこと、全職員を対象とした

医療安全や感染対策のための研

修会を開催し受講状況を確認す

ること、医療安全管理委員会を

開催すること、インシデント及

びアクシデントの情報共有等を

行うことなど、医療事故防止、

感染管理及び医療機器等の安全

管理に努め、医療安全管理体制



           

国立がん研究センター 国立循環器病研究センター 国立精神・神経医療研究センター 国立国際医療研究センター 国立成育医療研究センター 国立長寿医療研究センター 

 

20 
 

の充実を図ること。  

また、患者・家族に必要な説

明を行い、情報の共有化に努め

ることにより、患者との信頼関

係を構築し、患者・家族が治療

の選択、決定を医療者とともに

主体的に行うことができるよう

支援することに加え、患者とそ

の家族が質の高い療養生活を送

ることができるよう、がんと診

断された時から緩和ケアの提供

を行うこと。 

 

 

 

 

 

「研究開発成果の最大化」と

「適正、効果的かつ効率的な業

務運営」との両立の実現に資す

るよう、各病院の手術件数・病

床利用率・平均在院日数・入院

実患者数等について、中長期計

画等に適切な数値目標を設定す

ること。 

上記数値目標の実績につい

て、病院の担当疾患に係る割合

を分析すること等により、国立

研究開発法人の病院として適切

かつ健全に運営を行うための病

床規模等を検討すること。 

の充実を図ること。  

患者に対して、急性期から回

復期、維持期、再発防止まで、

切れ目のない適切な医療の提供

を目指し、入院から地域ケアま

で一貫した支援を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「研究開発成果の最大化」と

「適正、効果的かつ効率的な業

務運営」との両立の実現に資す

るよう、手術件数・病床利用

率・平均在院日数・入院実患者

数等について、中長期計画等に

適切な数値目標を設定するこ

と。 

上記数値目標の実績につい

て、病院の担当疾患に係る割合

を分析すること等により、国立

研究開発法人の病院として適切

かつ健全に運営を行うための病

床規模等を検討すること。 

 

の充実を図ること。  

また、患者・家族に必要な説

明を行い、情報の共有化に努め

ることにより、患者との信頼関

係を構築し、また、患者・家族

が治療の選択、決定を医療者と

ともに主体的に行うことができ

るよう支援することに加え、入

院時から地域ケアを見通し、地

域生活への移行を目指した良質

かつ適切な医療の提供を行うこ

と。 

重症心身障害児（者）に対し

て、心身の発達を促す医療及び

様々な合併症を予防する総合的

医療等、質の高い医療の提供を

行うこと。 

「研究開発成果の最大化」と

「適正、効果的かつ効率的な業

務運営」との両立の実現に資す

るよう、手術件数・病床利用

率・平均在院日数・入院実患者

数等について、中長期計画等に

適切な数値目標を設定するこ

と。 

上記数値目標の実績につい

て、病院の担当疾患に係る割合

を分析すること等により、国立

研究開発法人の病院として適切

かつ健全に運営を行うための病

床規模等を検討すること。 

 

の充実を図ること。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「研究開発成果の最大化」と

「適正、効果的かつ効率的な業

務運営」との両立の実現に資す

るよう、各病院の手術件数・病

床利用率・平均在院日数・入院

実患者数等について、中長期計

画等に適切な数値目標を設定す

ること。 

上記数値目標の実績につい

て、病院の担当疾患に係る割合

を分析すること等により、国立

研究開発法人の病院として適切

かつ健全に運営を行うための病

床規模等を検討すること。 

 

の充実を図ること。  

子どもの心の問題、児童虐

待、発達障害、障害児（者）等

に対応する医療体制を構築する

とともに、全国の拠点病院等と

の連携を推進すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「研究開発成果の最大化」と

「適正、効果的かつ効率的な業

務運営」との両立の実現に資す

るよう、手術件数・病床利用

率・平均在院日数・入院実患者

数等について、中長期計画等に

適切な数値目標を設定するこ

と。 

上記数値目標の実績につい

て、病院の担当疾患に係る割合

を分析すること等により、国立

研究開発法人の病院として適切

かつ健全に運営を行うための病

床規模等を検討すること。 

 

の充実を図ること。 

認知症患者、家族を支援する

ための医療体制を構築するとと

もに、医療と介護の連携を推進

すること。 

高齢者の在宅療養生活を支援

し、切れ目のない医療の提供を

行うため、モデル的な在宅医療

支援を提供すること。 

患者に対する患者同意取得

（インフォームドコンセント）

等において、人生の最終段階に

おけるモデル的な医療の提供を

行うこと。 

 

 

 

「研究開発成果の最大化」と

「適正、効果的かつ効率的な業

務運営」との両立の実現に資す

るよう、手術件数・病床利用

率・平均在院日数・入院実患者

数等について、中長期計画等に

適切な数値目標を設定するこ

と。 

上記数値目標の実績につい

て、病院の担当疾患に係る割合

を分析すること等により、国立

研究開発法人の病院として適切

かつ健全に運営を行うための病

床規模等を検討すること。 

上記（１）及び（２）により

得られた知見等を基に、各地に

設置される認知症初期集中支援

チームに対する指導・研修・助

言を通じ、認知症の人の早期受

療に関する適切な介入を行うこ

とにより受療行動の増加に努め

ること。 
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３．人材育成に関する事項 

人材育成は、センターが医療

政策を牽引する上で特に重要な

ものであることから、センター

が国内外の有為な人材の育成拠

点となるよう、がんに関する医

療及び研究を推進するにあたり

リーダーとして活躍できる人材

の育成を行うとともに、モデル

的な研修及び講習の実施及び普

及に努めること。 

 

 

 

具体的には、高度な医療技術

を有する外国の医師が、その技

術を日本の医師に対して教授す

るために来日するケースや、海

外のトップクラスの研究者が、

日本の研究者と共同して国際水

準の臨床研究を実施するために

来日するケースも想定されるこ

とから、国内外の有為な人材の

育成拠点となるよう、センター

が担う疾患に対する医療及び研

究を推進するにあたり、リーダ

ーとして活躍できる人材の育成

を継続して実施する。 

また、企業との連携調整や研

究成果の活用促進等に取り組む

リサーチ・アドミニストレータ

ーなど、臨床と直結した研究の

実施に必要となる支援人材の育

成及び確保については、JH のほ

か大学などアカデミア機関とも

連携し取り組む。 

高度かつ専門的な医療技術に

関する研修を実施するなど、モ

３．人材育成に関する事項 

人材育成は、センターが医療

政策を牽引する上で特に重要な

ものであることから、センター

が国内外の有為な人材の育成拠

点となるよう、循環器病に関す

る医療及び研究を推進するにあ

たりリーダーとして活躍できる

人材の育成を行うとともに、モ

デル的な研修及び講習の実施及

び普及に努めること。 

 

 

 

具体的には、高度な医療技術

を有する外国の医師が、その技

術を日本の医師に対して教授す

るために来日するケースや、海

外のトップクラスの研究者が、

日本の研究者と共同して国際水

準の臨床研究を実施するために

来日するケースも想定されるこ

とから、国内外の有為な人材の

育成拠点となるよう、センター

が担う疾患に対する医療及び研

究を推進するにあたり、リーダ

ーとして活躍できる人材の育成

を継続して実施する。 

また、企業との連携調整や研

究成果の活用促進等に取り組む

リサーチ・アドミニストレータ

ーなど、臨床と直結した研究の

実施に必要となる支援人材の育

成及び確保については、JH のほ

か大学などアカデミア機関とも

連携し取り組む。 

高度かつ専門的な医療技術に

関する研修を実施するなど、モ

３．人材育成に関する事項 

人材育成は、センターが医療

政策を牽引する上で特に重要な

ものであることから、センター

が国内外の有為な人材の育成拠

点となるよう、精神・神経疾患

等に関する医療、研究（特に橋

渡し研究）及び関係政策を推進

するにあたりリーダーとして活

躍できる人材の育成を行うとと

もに、教育・研修方法の開発な

どにより、モデル的な研修及び

講習の実施及び普及に努めるこ

と。 

具体的には、高度な医療技術

を有する外国の医師が、その技

術を日本の医師に対して教授す

るために来日するケースや、海

外のトップクラスの研究者が、

日本の研究者と共同して国際水

準の臨床研究を実施するために

来日するケースも想定されるこ

とから、国内外の有為な人材の

育成拠点となるよう、センター

が担う疾患に対する医療及び研

究を推進するにあたり、リーダ

ーとして活躍できる人材の育成

を継続して実施する。 

また、企業との連携調整や研

究成果の活用促進等に取り組む

リサーチ・アドミニストレータ

ーなど、臨床と直結した研究の

実施に必要となる支援人材の育

成及び確保については、JH のほ

か大学などアカデミア機関とも

連携し取り組む。 

高度かつ専門的な医療技術に

関する研修を実施するなど、モ

３．人材育成に関する事項 

人材育成は、センターが医療

政策を牽引する上で特に重要な

ものであることから、センター

が国内外の有為な人材の育成拠

点となるよう、総合的な医療を

基盤として、感染症その他の疾

患に関する医療及び研究を推進

するにあたりリーダーとして活

躍できる人材の育成を行うとと

もに、モデル的な研修及び講習

の実施及び普及に努めること。 

 

 

具体的には、高度な医療技術

を有する外国の医師が、その技

術を日本の医師に対して教授す

るために来日するケースや、海

外のトップクラスの研究者が、

日本の研究者と共同して国際水

準の臨床研究を実施するために

来日することから、国内外の有

為な人材の育成拠点となるよ

う、センターが担う疾患に対す

る医療及び研究を推進するにあ

たり、リーダーとして活躍でき

る人材の育成を継続して実施す

る。 

また、企業との連携調整や研

究成果の活用促進等に取り組む

リサーチ・アドミニストレータ

ーなど、臨床と直結した研究の

実施に必要となる支援人材の育

成及び確保については、JH のほ

か大学などアカデミア機関とも

連携し取り組む。 

高度かつ専門的な医療技術や

国際保健医療施策の推進のため

３．人材育成に関する事項 

人材育成は、センターが医療

政策を牽引する上で特に重要な

ものであることから、センター

が国内外の有為な人材の育成拠

点となるよう、成育医療及びそ

の研究を推進するにあたりリー

ダーとして活躍できる人材の育

成を行うとともに、モデル的な

研修及び講習の実施及び普及に

努めること。 

 

 

 

具体的には、高度な医療技術

を有する外国の医師が、その技

術を日本の医師に対して教授す

るために来日するケースや、海

外のトップクラスの研究者が、

日本の研究者と共同して国際水

準の臨床研究を実施するために

来日するケースも想定されるこ

とから、国内外の有為な人材の

育成拠点となるよう、センター

が担う疾患に対する医療及び研

究を推進するにあたり、リーダ

ーとして活躍できる人材の育成

を継続して実施する。 

また、企業との連携調整や研

究成果の活用促進等に取り組む

リサーチ・アドミニストレータ

ーなど、臨床と直結した研究の

実施に必要となる支援人材の育

成及び確保については、JH のほ

か大学などアカデミア機関とも

連携し取り組む。 

高度かつ専門的な医療技術に

関する研修を実施するなど、モ

３．人材育成に関する事項 

人材育成は、センターが医療

政策を牽引する上で特に重要な

ものであることから、センター

が国内外の有為な人材の育成拠

点となるよう、長寿医療及びそ

の研究を推進するにあたりリー

ダーとして活躍できる人材の育

成を行うとともに、モデル的な

研修及び講習の実施及び普及に

努めること。 

 

 

 

具体的には、高度な医療技術

を有する外国の医師が、その技

術を日本の医師に対して教授す

るために来日するケースや、海

外のトップクラスの研究者が、

日本の研究者と共同して国際水
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デル的な研修及び講習を実施
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タ、患者レジストリ（登録シス
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おいて指導力を発揮するととも
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必要な最新の５年生存率などの

データを整理し、医療の均てん

化等を促進する。 

また、他のがん診療連携拠点

病院等への診療に関する支援の

役割を担うこと。 

情報発信にあたっては、関係

学会等との連携を強化して、診

療ガイドラインの作成・普及等

に更に関与するものとし、国内

外のセンターが担う疾患に関す

る知見を収集、整理及び評価

し、科学的根拠に基づく予防、

診断及び治療法等について、正

しい情報が国民に利用されるよ

うにホームページを活用するな

どして、国民向け及び医療機関

向けの情報提供の充実を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

なお、国民向け及び医療機関

向けの情報提供の指標としてホ

ームページアクセス件数につい

て、中長期計画等に適切な数値

目標を設定すること。 
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ワーク化を推進し、高度かつ専
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施すること。 

 

   （４）グローバルヘルスに貢献

する国際協力 

健康の社会的決定要因

（Social Determinants of 

Health:SDH）の知見をもとに、

誰一人取り残さないユニバーサ

ル・ヘルス・カバレッジの達成

と健康格差縮小のための技術協

力活動を総合的に展開するこ

と。 

多国間・二国間の保健医療協

力等を通じた知識・経験、重要

課題に関する政策の情報収集・

分析を踏まえ、国、国際機関、

新興国・途上国等に対して政策

提言を行うこと。 

技術協力や政策分析から導き

出された研究課題に対し、実践

的なエビデンスを創出するこ

と。 

「健康・医療戦略」（令和２年

３月 27 日閣議決定）に基づき、

相手国のニーズとエビデンスに

基づいた医療技術、医療機器及

び医療制度の展開を推進するこ

と。 

新興国・途上国の保健医療者

の人材開発を行い、持続可能な

医療提供体制構築を支援するこ

と。  

国際機関における日本人のプ

レゼンスを高めるため、グロー

バルヘルス人材戦略センター

（HRC-GH）において、国際保健

政策人材の能力強化を戦略的に

推進し、その人材を国際機関等

に送り出すこと。 
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地球規模の課題解決に資する

ソーシャルイノベーションや革

新的事業の創出を支援するこ

と。 

新興・再興感染症など国際的

な公衆衛生上の危機対応に国際

機関と連携・共同して取り組む

こと。 
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国立がん研究センター 国立循環器病研究センター 国立精神・神経医療研究センター 国立国際医療研究センター 国立成育医療研究センター 国立長寿医療研究センター 

 

26 
 

る国際展開の促進に直結するも

のであるため。 
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制度の見直しの状況を踏まえ適
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直し、公表する。 

また、総人件費について、

政府の方針を踏まえ、適切に

取り組むこととする。 

② NC 等の間において、医薬品

などこれまでの共同調達等の

取組による効果を検証し、よ

り効率的な調達に努め、コス

ト削減を図る。 

③ 後発医薬品の使用をより促

進し、中長期目標期間を通じ

て数量シェアで 80％以上とす

る。 

④ 医業未収金の発生防止の取

組や査定減対策など、適正な

診療報酬請求業務を推進し、

引き続き収入の確保を図る。 

⑤ 一般管理費（人件費、公租

公課及び特殊要因経費を除

く。）については、令和２年度

に比し、中長期目標期間の最

終年度において、○％以上の

削減を図る。 

これらの取組により、中長期

目標期間中の累計した損益計算

において、経常収支が 100％以

上となるよう経営改善に取り組

む。 
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２．電子化の推進 

業務の効率化及び質の向上を

目的とした電子化について費用

対効果を勘案しつつ推進し、引

き続き情報を経営分析等に活用

するとともに、幅広い ICT 需要

に対応できるセンター内ネット

ワークの充実を図ること。 
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第５ 財務内容の改善に関する

事項 

「第４ 業務運営の効率化に

関する事項」で定めた事項に配

慮した中長期計画の予算を作成

し、当該予算による運営を実施

することにより、中長期目標の

期間における期首に対する期末

の財務内容の改善を図ること。 
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慮した中長期計画の予算を作成

し、当該予算による運営を実施

することにより、中長期目標の

期間における期首に対する期末

の財務内容の改善を図ること。 

 

１．自己収入の増加に関する事

項 

がんに関する医療政策を牽引

していく拠点としての役割を果

たすため、引き続き運営費交付

金以外の外部資金の積極的な導

入に努めること。 

具体的には、企業等との治験

連携事務局の連携強化や、患者

レジストリ（登録システム）の

充実により、治験・臨床研究体

制を強化し、国立研究開発法人

日本医療研究開発機構等からの

競争的資金や企業治験等の外部

資金の獲得を更に進める。 

 

１．自己収入の増加に関する事

項 

循環器病に関する医療政策を

牽引していく拠点としての役割

を果たすため、引き続き運営費

交付金以外の外部資金の積極的

な導入に努めること。 

具体的には、企業等との治験

連携事務局の連携強化や、患者

レジストリ（登録システム）の

充実により、治験・臨床研究体

制を強化し、国立研究開発法人

日本医療研究開発機構等からの

競争的資金や企業治験等の外部

資金の獲得を更に進める。 

 

１．自己収入の増加に関する事

項 

精神・神経疾患等に関する医

療政策を牽引していく拠点とし

ての役割を果たすため、引き続

き運営費交付金以外の外部資金

の積極的な導入に努めること。 

具体的には、企業等との治験

連携事務局の連携強化や、患者

レジストリ（登録システム）の

充実により、治験・臨床研究体

制を強化し、国立研究開発法人

日本医療研究開発機構等からの

競争的資金や企業治験等の外部

資金の獲得を更に進める。 

 

１．自己収入の増加に関する事

項 

感染症その他の疾患及び国際

保健医療協力に関する医療政策

を牽引していく拠点としての役

割を果たすため、引き続き運営

費交付金以外の外部資金の積極

的な導入に努めること。 

具体的には、企業等との治験

連携事務局の連携強化や、患者

レジストリ（登録システム）の

充実により、治験・臨床研究体

制を強化し、国立研究開発法人

日本医療研究開発機構等からの

競争的資金や企業治験等の外部

資金の獲得を更に進める。 

 

１．自己収入の増加に関する事

項 

成育医療に関する医療政策を

牽引していく拠点としての役割

を果たすため、引き続き運営費

交付金以外の外部資金の積極的

な導入に努めること。 

具体的には、企業等との治験

連携事務局の連携強化や、患者

レジストリ（登録システム）の

充実により、治験・臨床研究体

制を強化し、国立研究開発法人

日本医療研究開発機構等からの

競争的資金や企業治験等の外部

資金の獲得を更に進める。 

 

１．自己収入の増加に関する事

項 

長寿医療に関する医療政策を

牽引していく拠点としての役割

を果たすため、引き続き運営費

交付金以外の外部資金の積極的

な導入に努めること。 

具体的には、企業等との治験

連携事務局の連携強化や、疾患

レジストリ（登録システム）の

充実により、治験・臨床研究体

制を強化し、国立研究開発法人

日本医療研究開発機構等からの

競争的資金や企業治験等の外部

資金の獲得を更に進める。 

 

２．資産及び負債の管理に関す

る事項 

センターの機能の維持、向上

を図りつつ、投資を計画的に行

い、固定負債（長期借入金の残

高）を償還確実性が確保できる

範囲とし、運営上、中・長期的

に適正なものとなるよう努める

こと。 

 

２．資産及び負債の管理に関す

る事項 

センターの機能の維持、向上

を図りつつ、投資を計画的に行

い、固定負債（長期借入金の残

高）を償還確実性が確保できる

範囲とし、運営上、中・長期的

に適正なものとなるよう努める

こと。 

また、令和元年７月の建替移

転に伴い多額の長期借入が生じ

ているため、借入金の償還を確

２．資産及び負債の管理に関す

る事項 

センターの機能の維持、向上

を図りつつ、投資を計画的に行

い、固定負債（長期借入金の残

高）を償還確実性が確保できる

範囲とし、運営上、中・長期的

に適正なものとなるよう努める

こと。 

また、第４の１「効率的な業

務運営に関する事項」に掲げる

取組を着実に実施し、中長期目

２．資産及び負債の管理に関す

る事項 

センターの機能の維持、向上

を図りつつ、投資を計画的に行

い、固定負債（長期借入金の残

高）を償還確実性が確保できる

範囲とし、運営上、中・長期的

に適正なものとなるよう努める

こと。 

また、第４の１「効率的な業

務運営に関する事項」に掲げる

取組を着実に実施し、中長期目

２．資産及び負債の管理に関す

る事項 

センターの機能の維持、向上

を図りつつ、投資を計画的に行

い、固定負債（長期借入金の残

高）を償還確実性が確保できる

範囲とし、運営上、中・長期的

に適正なものとなるよう努める

こと。 

 

２．資産及び負債の管理に関す

る事項 

センターの機能の維持、向上

を図りつつ、投資を計画的に行

い、固定負債（長期借入金の残

高）を償還確実性が確保できる

範囲とし、運営上、中・長期的

に適正なものとなるよう努める

こと。 

また、平成 30 年２月の新外来

棟の開棟や令和４年竣工予定の

新棟整備事業に伴い多額の長期
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実に行うとともに、資金不足に

ならないよう経営改善に係る取

組を進めること。 

 

標期間中の累計した損益計算に

おいて経常収支率が 100％以上

となるよう経営改善に取り組

み、中長期目標期間中に、繰越

欠損金を第２期中長期目標期間

の最終年度（令和２年度）比で

○％削減するよう努める。な

お、センターにおける繰越欠損

金の発生要因等を分析し、可能

な限り早期に繰越欠損金が解消

されるよう、具体的な繰越欠損

金解消計画を作成し、公表する

こと。 

 

標期間中の累計した損益計算に

おいて経常収支率が 100％以上

となるよう経営改善に取り組

み、中長期目標期間中に、繰越

欠損金を第２期中長期目標期間

の最終年度（令和２年度）比で

○％削減するよう努める。な

お、センターにおける繰越欠損

金の発生要因等を分析し、可能

な限り早期に繰越欠損金が解消

されるよう、具体的な繰越欠損

金解消計画を作成し、公表する

こと。 

 

借入が生じているため、借入金

の償還を確実に行うとともに、

資金不足にならないよう経営改

善に係る取組を進めること。 

 

第６ その他業務運営に関する

重要事項 

１．法令遵守等内部統制の適切

な構築 

研究開発活動の信頼性の確

保、科学技術の健全な発展等の

観点から、引き続き研究不正な

ど不適切事案に適切に対応する

ため、組織として研究不正等を

事前に防止する取組を強化する

とともに、管理責任を明確化す

るなど、コンプライアンス体制

を強化すること等により、内部

統制の一層の充実・強化を図

る。 

また、研究開発等に係る物品

及び役務の調達に関する契約等

に係る仕組みの改善を踏まえ、

一般競争入札を原則としつつ

も、研究開発業務を考慮し、公

正性・透明性を確保しつつ合理

的な調達に努める等「「独立行政

法人の業務の適正を確保するた

めの体制等の整備」について」

（平成 26年 11 月 28 日総務省行

第６ その他業務運営に関する

重要事項 

１．法令遵守等内部統制の適切

な構築 

研究開発活動の信頼性の確

保、科学技術の健全な発展等の

観点から、引き続き研究不正な

ど不適切事案に適切に対応する

ため、組織として研究不正等を

事前に防止する取組を強化する

とともに、管理責任を明確化す

るなど、コンプライアンス体制

を強化すること等により、内部

統制の一層の充実・強化を図

る。 

また、研究開発等に係る物品

及び役務の調達に関する契約等

に係る仕組みの改善を踏まえ、

一般競争入札を原則としつつ

も、研究開発業務を考慮し、公

正性・透明性を確保しつつ合理

的な調達に努める等「「独立行政

法人の業務の適正を確保するた

めの体制等の整備」について」

（平成 26年 11 月 28 日総務省行

第６ その他業務運営に関する

重要事項 

１．法令遵守等内部統制の適切

な構築 

研究開発活動の信頼性の確

保、科学技術の健全な発展等の

観点から、引き続き研究不正な

ど不適切事案に適切に対応する

ため、組織として研究不正等を

事前に防止する取組を強化する

とともに、管理責任を明確化す

るなど、コンプライアンス体制

を強化すること等により、内部

統制の一層の充実・強化を図

る。 

また、研究開発等に係る物品

及び役務の調達に関する契約等

に係る仕組みの改善を踏まえ、

一般競争入札を原則としつつ

も、研究開発業務を考慮し、公

正性・透明性を確保しつつ合理

的な調達に努める等「「独立行政

法人の業務の適正を確保するた

めの体制等の整備」について」

（平成 26年 11 月 28 日総務省行

第６ その他業務運営に関する

重要事項 

１．法令遵守等内部統制の適切

な構築 

研究開発活動の信頼性の確

保、科学技術の健全な発展等の

観点から、引き続き研究不正な

ど不適切事案に適切に対応する

ため、組織として研究不正等を

事前に防止する取組を強化する

とともに、管理責任を明確化す

るなど、コンプライアンス体制

を強化すること等により、内部

統制の一層の充実・強化を図

る。 

また、研究開発等に係る物品

及び役務の調達に関する契約等

に係る仕組みの改善を踏まえ、

一般競争入札を原則としつつ

も、研究開発業務を考慮し、公

正性・透明性を確保しつつ合理

的な調達に努める等「「独立行政

法人の業務の適正を確保するた

めの体制等の整備」について」

（平成 26年 11 月 28 日総務省行

第６ その他業務運営に関する

重要事項 

１．法令遵守等内部統制の適切

な構築 

研究開発活動の信頼性の確

保、科学技術の健全な発展等の

観点から、引き続き研究不正な

ど不適切事案に適切に対応する

ため、組織として研究不正等を

事前に防止する取組を強化する

とともに、管理責任を明確化す

るなど、コンプライアンス体制

を強化すること等により、内部

統制の一層の充実・強化を図

る。 

また、研究開発等に係る物品

及び役務の調達に関する契約等

に係る仕組みの改善を踏まえ、

一般競争入札を原則としつつ

も、研究開発業務を考慮し、公

正性・透明性を確保しつつ合理

的な調達に努める等「「独立行政

法人の業務の適正を確保するた

めの体制等の整備」について」

（平成 26年 11 月 28 日総務省行

第６ その他業務運営に関する

重要事項 

１．法令遵守等内部統制の適切

な構築 

研究開発活動の信頼性の確

保、科学技術の健全な発展等の

観点から、引き続き研究不正な

ど不適切事案に適切に対応する

ため、組織として研究不正等を

事前に防止する取組を強化する

とともに、管理責任を明確化す

るなど、コンプライアンス体制

を強化すること等により、内部

統制の一層の充実・強化を図

る。 

また、研究開発等に係る物品

及び役務の調達に関する契約等

に係る仕組みの改善を踏まえ、

一般競争入札を原則としつつ

も、研究開発業務を考慮し、公

正性・透明性を確保しつつ合理

的な調達に努める等「「独立行政

法人の業務の適正を確保するた

めの体制等の整備」について」

（平成 26年 11 月 28 日総務省行
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政管理局長通知）に基づき業務

方法書に定めた事項の運用を確

実に図る。 

更に、公正かつ透明な調達手

続による適切で、迅速かつ効果

的な調達を実現する観点から、

法人が策定した「調達等合理化

計画」に基づく取組を着実に実

施する。 

 

政管理局長通知）に基づき業務

方法書に定めた事項の運用を確

実に図る。 

更に、公正かつ透明な調達手

続による適切で、迅速かつ効果

的な調達を実現する観点から、

法人が策定した「調達等合理化

計画」に基づく取組を着実に実

施する。 

 

政管理局長通知）に基づき業務

方法書に定めた事項の運用を確

実に図る。 

更に、公正かつ透明な調達手

続による適切で、迅速かつ効果

的な調達を実現する観点から、

法人が策定した「調達等合理化

計画」に基づく取組を着実に実

施する。 

 

政管理局長通知）に基づき業務

方法書に定めた事項の運用を確

実に図る。 

更に、公正かつ透明な調達手

続による適切で、迅速かつ効果

的な調達を実現する観点から、

法人が策定した「調達等合理化

計画」に基づく取組を着実に実

施する。 

 

政管理局長通知）に基づき業務

方法書に定めた事項の運用を確

実に図る。 

更に、公正かつ透明な調達手

続による適切で、迅速かつ効果

的な調達を実現する観点から、

法人が策定した「調達等合理化

計画」に基づく取組を着実に実

施する。 

 

政管理局長通知）に基づき業務

方法書に定めた事項の運用を確

実に図る。 

更に、公正かつ透明な調達手

続による適切で、迅速かつ効果

的な調達を実現する観点から、

法人が策定した「調達等合理化

計画」に基づく取組を着実に実

施する。 

 

２．人事の最適化 

医薬品や医療機器の実用化に

向けた出口戦略機能の強化や、

新たな視点や発想に基づく研究

等の推進のため、独立行政法人

医薬品医療機器総合機構や諸外

国を含めた他の施設との人事交

流をこれまで以上に推進する。 

また、NC 間及びセンターと独

立行政法人国立病院機構の間に

おける看護師等の人事交流を引

き続き進める。 

なお、法人の人材確保・育成

について、科学技術・イノベー

ション創出の活性化に関する法

律第 24 条の規定に基づき作成さ

れた「人材活用等に関する方

針」に基づいて取組を進める。 

 

２．人事の最適化 

医薬品や医療機器の実用化に

向けた出口戦略機能の強化や、

新たな視点や発想に基づく研究

等の推進のため、独立行政法人

医薬品医療機器総合機構や諸外

国を含めた他の施設との人事交

流をこれまで以上に推進する。 

また、NC 間及びセンターと独

立行政法人国立病院機構の間に

おける看護師等の人事交流を引

き続き進める。 

なお、法人の人材確保・育成

について、科学技術・イノベー

ション創出の活性化に関する法

律第 24 条の規定に基づき作成さ

れた「人材活用等に関する方

針」に基づいて取組を進める。 

 

２．人事の最適化 

医薬品や医療機器の実用化に

向けた出口戦略機能の強化や、

新たな視点や発想に基づく研究

等の推進のため、独立行政法人

医薬品医療機器総合機構や諸外

国を含めた他の施設との人事交

流をこれまで以上に推進する。 

また、NC 間及びセンターと独

立行政法人国立病院機構の間に

おける看護師等の人事交流を引

き続き進める。 

なお、法人の人材確保・育成

について、科学技術・イノベー

ション創出の活性化に関する法

律第 24 条の規定に基づき作成さ

れた「人材活用等に関する方

針」に基づいて取組を進める。 

 

２．人事の最適化 

医薬品や医療機器の実用化に

向けた出口戦略機能の強化や、

新たな視点や発想に基づく研究

及び国際保健医療協力等の推進

のため、独立行政法人医薬品医

療機器総合機構や諸外国を含め

た他の施設との人事交流をこれ

まで以上に推進する。 

また、NC 間及びセンターと独

立行政法人国立病院機構の間に

おける看護師等の人事交流を引

き続き進める。 

なお、法人の人材確保・育成

について、科学技術・イノベー

ション創出の活性化に関する法

律第 24 条の規定に基づき作成さ

れた「人材活用等に関する方

針」に基づいて取組を進める。 

 

２．人事の最適化 

医薬品や医療機器の実用化に

向けた出口戦略機能の強化や、

新たな視点や発想に基づく研究

等の推進のため、独立行政法人

医薬品医療機器総合機構や諸外

国を含めた他の施設との人事交

流をこれまで以上に推進する。 

また、NC 間及びセンターと独

立行政法人国立病院機構の間に

おける看護師等の人事交流を引

き続き進める。 

なお、法人の人材確保・育成

について、科学技術・イノベー

ション創出の活性化に関する法

律第 24 条の規定に基づき作成さ

れた「人材活用等に関する方

針」に基づいて取組を進める。 

 

２．人事の最適化 

医薬品や医療機器の実用化に

向けた出口戦略機能の強化や、

新たな視点や発想に基づく研究

等の推進のため、独立行政法人

医薬品医療機器総合機構や諸外

国を含めた他の施設との人事交

流をこれまで以上に推進する。 

また、NC 間及びセンターと独

立行政法人国立病院機構の間に

おける看護師等の人事交流を引

き続き進める。 

なお、法人の人材確保・育成

について、科学技術・イノベー

ション創出の活性化に関する法

律第 24 条の規定に基づき作成さ

れた「人材活用等に関する方

針」に基づいて取組を進める。 

 

   ３．エイズ裁判の和解に基づく

対応に関する事項 

エイズ治療・研究開発センタ

ーは、エイズ裁判の和解に基づ

き国の責務となった被害者の原

状回復に向けた医療の取組を厚

生労働省に届いた意見を踏まえ

つつ着実に実施するとともに、

HIV 感染症に関し、診断及び治
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療、臨床研究、診療に関する相

談、技術者の研修並びに情報の

収集及び提供を行うこと。 

また「後天性免疫不全症候群

に関する特定感染症予防指針」

（平成 18 年厚生労働省告示第

89 号）に基づき、HIV 感染症に

係る中核的医療機関としてブロ

ック拠点病院等を支援し、地域

における HIV 感染症医療水準の

向上を図ること。 

 

３．その他の事項（施設・設備

整備、情報セキュリティ対策に

関する事項を含む） 

（１）施設･設備整備に関する事

項 

施設・設備整備については、

センターの機能の維持、向上の

他、費用対効果及び財務状況を

総合的に勘案して計画的な整備

に努めること。 

 

３．その他の事項（施設・設備

整備、情報セキュリティ対策に

関する事項を含む） 

（１）施設･設備整備に関する事

項 

施設・設備整備については、

センターの機能の維持、向上の

他、費用対効果及び財務状況を

総合的に勘案して計画的な整備

に努めること。 

 

３．その他の事項（施設・設備

整備、情報セキュリティ対策に

関する事項を含む） 

（１）施設･設備整備に関する事

項 

施設・設備整備については、

センターの機能の維持、向上の

他、費用対効果及び財務状況を

総合的に勘案して計画的な整備

に努めること。 

 

４．その他の事項（施設・設備

整備、情報セキュリティ対策に

関する事項を含む） 

（１）施設･設備整備に関する事

項 

施設・設備整備については、

センターの機能の維持、向上の

他、費用対効果及び財務状況を

総合的に勘案して計画的な整備

に努めること。 

 

３．その他の事項（施設・設備

整備、情報セキュリティ対策に

関する事項を含む） 

（１）施設･設備整備に関する事

項 

施設・設備整備については、

センターの機能の維持、向上の

他、費用対効果及び財務状況を

総合的に勘案して計画的な整備

に努めること。 

３．その他の事項（施設・設備

整備、情報セキュリティ対策に

関する事項を含む） 

（１）施設･設備整備に関する事

項 

施設・設備整備については、

センターの機能の維持、向上の

他、費用対効果及び財務状況を

総合的に勘案して計画的な整備

に努めること。 

（２）情報セキュリティ対策に

関する事項 

政府の情報セキュリティ対策

における方針（情報セキュリテ

ィ対策推進会議の決定等）を踏

まえ、研修を行う等、適切な情

報セキュリティ対策を推進す

る。 

 

（２）情報セキュリティ対策に

関する事項 

政府の情報セキュリティ対策

における方針（情報セキュリテ

ィ対策推進会議の決定等）を踏

まえ、研修を行う等、適切な情

報セキュリティ対策を推進す

る。 

 

（２）情報セキュリティ対策に

関する事項 

政府の情報セキュリティ対策

における方針（情報セキュリテ

ィ対策推進会議の決定等）を踏

まえ、研修を行う等、適切な情

報セキュリティ対策を推進す

る。 

 

（２）情報セキュリティ対策に

関する事項 

政府の情報セキュリティ対策

における方針（情報セキュリテ

ィ対策推進会議の決定等）を踏

まえ、研修を行う等、適切な情

報セキュリティ対策を推進す

る。 

 

（２）情報セキュリティ対策に

関する事項 

政府の情報セキュリティ対策

における方針（情報セキュリテ

ィ対策推進会議の決定等）を踏

まえ、研修を行う等、適切な情

報セキュリティ対策を推進す

る。 

 

（２）情報セキュリティ対策に

関する事項 

政府の情報セキュリティ対策

における方針（情報セキュリテ

ィ対策推進会議の決定等）を踏

まえ、研修を行う等、適切な情

報セキュリティ対策を推進す

る。 

 

（３）その他の事項 

業務全般については、以下の

取組を行うものとする。 

① 的確な評価を実施するた

め、センターは、「独立行政法

人の目標の策定に関する指

針」（平成 26 年９月２日総務

（３）その他の事項 

業務全般については、以下の

取組を行うものとする。 

① 的確な評価を実施するた

め、センターは、「独立行政法

人の目標の策定に関する指

針」（平成 26 年９月２日総務

（３）その他の事項 

業務全般については、以下の

取組を行うものとする。 

① 的確な評価を実施するた

め、センターは、「独立行政法人

の目標の策定に関する指針」（平

成 26 年９月２日総務大臣決定）

（３）その他の事項 

業務全般については、以下の

取組を行うものとする。 

① 的確な評価を実施するた

め、センターは、「独立行政法人

の目標の策定に関する指針」（平

成 26 年９月２日総務大臣決定）

（３）その他の事項 

業務全般については、以下の

取組を行うものとする。 

① 的確な評価を実施するた

め、センターは、「独立行政法人

の目標の策定に関する指針」（平

成 26 年９月２日総務大臣決定）

（３）その他の事項 

業務全般については、以下の

取組を行うものとする。 

① 的確な評価を実施するた

め、センターは、「独立行政法人

の目標の策定に関する指針」（平

成 26 年９月２日総務大臣決定）
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大臣決定）に基づき策定した

この中長期目標を達成するた

めの中長期計画を策定するも

のとする。 

② 決算検査報告（会計検査

院）の指摘も踏まえた見直し

を行うほか、「独立行政法人改

革等に関する基本的な方針」

（平成 25年 12 月 24 日閣議決

定）をはじめとする既往の閣

議決定等に示された政府方針

に基づく取組について、着実

に実施するものとする。 

 

大臣決定）に基づき策定した

この中長期目標を達成するた

めの中長期計画を策定するも

のとする。 

② 決算検査報告（会計検査

院）の指摘も踏まえた見直し

を行うほか、「独立行政法人改

革等に関する基本的な方針」

（平成 25年 12 月 24 日閣議決

定）をはじめとする既往の閣

議決定等に示された政府方針

に基づく取組について、着実

に実施するものとする。 

 

に基づき策定したこの中長期目

標を達成するための中長期計画

を策定するものとする。 

 

② 決算検査報告（会計検査

院）の指摘も踏まえた見直しを

行うほか、「独立行政法人改革等

に関する基本的な方針」（平成

25 年 12 月 24 日閣議決定）をは

じめとする既往の閣議決定等に

示された政府方針に基づく取組

について、着実に実施するもの

とする。 

 

に基づき策定したこの中長期目

標を達成するための中長期計画

を策定するものとする。 

 

② 決算検査報告（会計検査

院）の指摘も踏まえた見直しを

行うほか、「独立行政法人改革等

に関する基本的な方針」（平成

25 年 12 月 24 日閣議決定）をは

じめとする既往の閣議決定等に

示された政府方針に基づく取組

について、着実に実施するもの

とする。 

 

に基づき策定したこの中長期目

標を達成するための中長期計画

を策定するものとする。 

 

② 決算検査報告（会計検査

院）の指摘も踏まえた見直しを

行うほか、「独立行政法人改革等

に関する基本的な方針」（平成

25 年 12 月 24 日閣議決定）をは

じめとする既往の閣議決定等に

示された政府方針に基づく取組

について、着実に実施するもの

とする。 

 

に基づき策定したこの中長期目

標を達成するための中長期計画

を策定するものとする。 

 

② 決算検査報告（会計検査

院）の指摘も踏まえた見直しを

行うほか、「独立行政法人改革等

に関する基本的な方針」（平成

25 年 12 月 24 日閣議決定）をは

じめとする既往の閣議決定等に

示された政府方針に基づく取組

について、着実に実施するもの

とする。 

 

 

 

 


